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論
考

三
国
魏
の
征
蜀
将
軍
に
つ
い
て

石
井

仁

は
じ
め
に

中
国
官
制
史
・
軍
制
史
上
、
将
軍
は
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
官
職
の
ひ
と
つ

と
言
え
よ
う
。
春
秋
戦
国
時
代
に
現
れ
、
清
朝
に
至
る
ま
で
置
か
れ
た
が
、
将
軍

号
（
号
は
将
軍
を
数
え
る
単
位
）
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
の
は
、
『
宋
書
』
巻
三

十
九
・
百
官
志
上
・
将
軍
の
条
に
、

凌
江
將
軍
、
魏
置
。
自
凌
江
以
下
、
宣
威
・
明
威
・
驤
威
・
厲
威
・
威
厲
・

威
寇
・
威
虜
・
威
戎
・
威
武
・
武
烈
・
武
毅
・
武
奮
・
綏
遠
・
綏
邊
・
綏

戎
・
討
寇
・
討
虜
・
討
難
・
討
夷
・
蘯
寇
・
蘯
虜
・
蘯
難
・
蘯
逆
・
殄
寇
・

殄
虜
・
殄
難
・
掃
夷
・
掃
寇
・
掃
虜
・
掃
難
・
掃
逆
・
厲
武
・
厲
鋒
・
虎

威
・
虎
牙
・
廣
野
・
横
野
・
偏
將
軍
・
裨
將
軍
、
凡
四
十
號
。
其
威
虜
、
漢

光
武
以
馮
俊
居
之
。
虎
牙
、
以
蓋
延
居
之
、
爲
虎
牙
大
將
軍
。
横
野
、
以
耿

純
居
之
。
蘯
寇
、
漢
建
安
中
、
滿
寵
居
之
。
虎
威
、
于
禁
居
之
。
其
餘
或
是

後
漢
及
魏
所
置
、
今
則
或
置
或
不
。
自
左
・
右
・
前
・
後
將
軍
以
下
至
此
四

十
號
、
唯
四
中
郎
將
各
一
人
、
餘
皆
無
定
員
。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
漢
か
ら
三
国
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。
将
軍
に
冠
さ
れ
る

形
容
詞
を
名
号
と
い
う
が
、
上
記
史
料
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
名
号
の
ほ
と

ん
ど
は
実
際
の
任
務
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
お
も
に
武
威
・
武
勇
を
顕
彰
す
る

美
称
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
前
漢
以
来
、
輔
政
の
宰
相
が
任
命
さ
れ
た
「
比

公
」
の
将
軍
―
大
将
軍
・
驃
騎
将
軍
・
車
騎
将
軍
・
衛
将
軍
、
お
よ
び
九
卿
に
比

せ
ら
れ
る
左
・
右
・
前
・
後
将
軍
（
あ
わ
せ
て
四
将
軍
と
い
う
）
と
区
別
さ
れ
、

雑
号
将
軍
と
総
称
さ
れ
る
。

（
一

）

た
だ
し
、
雑
号
将
軍
の
中
に
は
一
定
の
機
能
・
役
割
を
付
与
さ
れ
、
特
別
の
地

位
を
獲
得
し
た
も
の
も
あ
る
。
同
上
に
、

魚
豢
曰
、
「
四
征
、
魏
武
帝
置
、
秩
二
千
石
。
黄
初
中
、
位
次
三
公
、
漢
舊

諸
征
與
偏
裨
雜
號
同
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
都
督
制
度
と
結
合
し
た
四
征
将
軍
（
征
東
・
征
西
・

征
南
・
征
北
将
軍
）
、
お
よ
び
四
鎮
将
軍
（
鎮
東
・
鎮
西
・
鎮
南
・
鎮
北
将
軍
）
、

四
安
将
軍
（
安
東
・
安
西
・
安
南
・
安
北
将
軍
）
、
四
平
将
軍
（
平
東
・
平
西
・

平
南
・
平
北
将
軍
）
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
十

六
号
を
「
四
征

将
軍
」
と
総
称
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
二

）

と
こ
ろ
が
、
三
国
魏
に
は
、
四
征
将
軍
と
は
別
に
、
た
と
え
ば
、
『
魏
志
』
巻

二
十
二
・
衞
臻
伝
（
以
下
、
史
料
①
と
称
す
る
）
に
、

明
帝
即
位
、
進
封
康
鄕
侯
。
後
轉
爲
右
僕
射
、
典
選
舉
如
前
、
加
侍
中
。
…

諸
葛
亮
寇
天
水
、
臻
奏
、
「
宜
遣
奇
兵
入
散
關
、
絶
其
糧
道
。
」
乃
以
臻
爲

征
蜀
將
軍
、
假
節
、
督
諸
軍
事
、
到
長
安
、
亮
退
。
還
、
復
職
、
加
光
祿
大

夫
。

と
あ
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
、
「
蜀
を
征
す
る
」
と
い
う
意
味
の
名
号
を
冠
し

た
、
「
征
蜀
将
軍
」
と
い
う
将
軍
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
蜀
は
も
ち
ろ
ん
、
蜀
と

同
盟
関
係
に
あ
っ
た
呉
に
も
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
将
軍
号
で
あ
る
。
か
か
る
名

（
三

）
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号
の
特
殊
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
仮
節
、
督
諸
軍
事
」
な
ど
の
タ
ー
ム
か
ら

も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
都
督
制
度
と
密
接
に
関
わ
る
官
職
だ
っ
た
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。

本
論
は
、
魏
の
征
蜀
将
軍
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
そ
の
将
軍
号
の
発
達
史
に

お
け
る
位
置
づ
け
、
お
よ
び
都
督
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
引
用
史
料
の
う
ち
、
『
三
国
志
』
魏
書
、
同
上
・
蜀
書
、
同
上
・
呉

書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
『
魏
志
』
、
『
蜀
志
』
、
『
呉
志
』
と
表
記
す
る
こ
と
を
、
あ
ら

か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

第
一
節

征
蜀
将
軍
の
事
例

前
掲
史
料
①
『
魏
志
』
衞
臻
伝
を
含
め
、
征
蜀
将
軍
の
任
命
は
、
管
見
の
限
り
、

可
能
性
の
あ
る
史
料
⑤
を
加
え
て
も
、
次
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
五
例
に
す
ぎ
な
い
。

②
『
晋
書
』
巻
二
・
文
帝
紀

轉
散
騎
常
侍
。
大
將
軍
曹
爽
之
伐
蜀
也
、
以
帝
〔
＝
司
馬
昭
〕
爲
征
蜀
將
軍
、

副
夏
侯
玄
出
駱
谷
。

③
『
魏
志
』
巻
二
十
三
・
趙
儼
伝

入
爲
大
司
農
。
齊
王
即
位
、
以
儼
監
雍
涼
諸
軍
事
、
假
節
、
轉
征
蜀
將
軍
。

又
遷
征
西
將
軍
・
都
督
雍
涼
。
正
始
四
年
、
老
疾
求
還
、
徴
爲
驃
騎
將
軍
、

遷
司
空
。

④
『
晋
書
』
巻
三
十
五
・
陳
騫
伝

遷
尚
書
、
封
安
國
亭
侯
。
蜀
賊
寇
隴
右
、
以
尚
書
持
節
行
征
蜀
將
軍
、
破
賊

而
還
。
會
諸

葛
誕
之
亂
、
復
以
尚
書
行
安
東
將
軍
。
壽
春
平
、
拜
使
持
節
・

都
督
淮
北
諸
軍
事
・
安
東
將
軍
、
進
爵
廣
陵
侯
。

⑤
『
太
平
御
覧
』
巻
九
十
五
・
皇
王
部
二
十
・
西
晋
宣
帝
に
引
く
『
晋
書
』

（
青
龍
）
二
年
、
（
諸

葛
）
亮
又
帥
衆
十
餘
萬
出
斜
谷
、
壘
于
郿
之
渭
水
南

原
。
天
子
憂
之
、
遣
征
蜀
將
軍
秦
朗
督
歩
騎
二
萬
、
受
帝
〔
＝
司
馬
懿
〕
節

度
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
官
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
史
料
①
に
見
え
る
諸

葛
亮
（
一
八
一
～
二
三
四
）
の
天
水
侵
攻
、
お
よ

び
撤
退
は
、
『
魏
志
』
巻
三
・
明
帝
紀
・
太
和
五
年
（
二
三
一
）
の
条
の
、

三
月
、
大
司
馬
曹
眞
薨
。
諸

葛
亮
寇
天
水
、
詔
大
將
軍
司
馬
宣
王
〔
＝
司
馬

懿
〕
拒
之
。
…
…
秋
七
月
丙
子
、
以
亮
退
走
、
封
爵

增
位
各
有
差
。

と
い
う
記
事
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
晋
書
』
巻
一
・
宣
帝
紀
に
、

明
年
、
諸

葛
亮
寇
天
水
、
圍
將
軍
賈
嗣
・
魏
平
於
祁
山
。
…
…
乃
使
帝
〔
＝

司
馬
懿
〕
西
屯
長
安
、
都
督
雍
梁
〔
→
雍
涼
の
誤
り
〕
二
州
諸
軍
事
、
統
車

騎
將
軍
張
郃
・
後
將
軍
費
曜
・
征
蜀
護
軍
戴
淩
・
雍
州
刺
史
郭
淮
等
討
亮
。

と
あ
る
よ
う
に
、
魏
は
大
将
軍
の
司
馬
懿
（
一
七
九
～
二
五
一
）
を
雍
涼
二
州
都

督
に
任
命
し
、
車
騎
将
軍
の
張
郃
（
？
～
二
三
一
）
、
後
将
軍
の
費
曜
、
征
蜀
護

軍
の
戴
淩
、
雍
州
刺
史
の
郭
淮
（
？
～
二
五
五
）
ら
と
と
も
に
、
防
衛
に
当
た
ら

せ
る
。
こ
の
と
き
、
尚
書
右
僕
射
の
衞
臻
（
？
～
二
四
八
頃
）
は
、
蜀
軍
の
補
給

路
を
断
つ
こ
と
を
進
言
し
、
長
安
に
派
遣
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
任
ぜ
ら
れ
た
の
が

「
征
蜀
将
軍
」
で
あ
る
。

史
料
②
は
、
『
魏
志
』
巻
四
・
斉
王
紀
・
正
始
五
年
（
二
四
四
）
の
条
に
、

春
二
月
、
詔
大
將
軍
曹
爽
率
衆
征
蜀
。
…
…
（
五
月
）
丙
午
、
大
將
軍
曹
爽

引
軍
還
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
上
巻
九
・
曹
爽
伝
に
、

正
始
五
年
、
爽
乃
西
至
長
安
、
大
發
卒

六
七
萬
人
、
從
駱
谷
入
。

と
あ
る
よ
う
に
、
大
将
軍
の
曹
爽
（
曹
眞
の
子
、
？
～
二
四
九
）
が
蜀
を
平
定
し

よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
、
い
わ
ゆ
る
駱
谷
の
役
の
際
の
こ
と
で
あ
る
。
同
上
巻
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九
・
夏
侯
玄
伝
に
、

頃
之
、
爲
征
西
將
軍
、
假
節
、
都
督
雍
涼
州
諸
軍
事
。
與
曹
爽
共
興
駱
谷
之

役
。

と
あ
り
、
同
上
巻
二
十

六
・
郭
淮
伝
に
、

轉
拜
前
將
軍
、
領
（
雍
）
州
如
故
。
五
年
、
夏
侯
玄
伐
蜀
、
淮
督
諸
軍
、
爲

前
鋒
。

と
あ
る
よ
う
に
、
前
線
の
指
揮
を
と
っ
た
の
は
、
雍
涼
二
州
都
督
の
夏
侯
玄
（
夏

侯
尚
の
子
、
二
〇
九
～
二
五
四
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
散
騎
常
侍
の
司
馬

昭
（
司
馬
懿
の
子
、
二
一
一
～
二

六
五
）
は
「
征
蜀
将
軍
」
に
任
命
さ
れ
、
夏
侯

玄
の
「
副
」
将
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

史
料
③
は
、
景
初
三
年
（
二
三
八
）
、
趙
儼
（
一
七
一
～
二
四
三
）
が
監
雍
涼

二
州
諸
軍
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て

は
、
後
述
す
る
。

史
料
④
に
記
さ
れ
る
「
蜀
賊
」
の
隴
右
侵
攻
と
は
、
そ
の
直
後
に
諸

葛
誕
の
反

乱
（
二
五
七
～
二
五
八
年
）
が
起
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
魏
志
』
巻
四
・
高

貴

鄕
公
紀
・
正
元
二
年
（
二
五
五
）
の
条
に
、

八
月
辛
亥
、
蜀
大
將
軍
姜
維
寇
狄
道
。
雍
州
刺
史
王
經
與
戰
洮
西
、
經
大
敗
、

還
保
狄
道
城
。
辛
未
、
以
長
水
校
尉
鄧
艾
行
安
西
將
軍
、
與
征
西
將
軍
陳
泰

并
力
拒
維
。
戊
辰
、
復
遣
太
尉
司
馬
孚
爲
後
繼
。
…
…
（
九
月
）
甲
辰
、
姜

維
退
還
。

と
あ
り
、
同
上
・
甘
露
元
年
（
二
五

六
）
七
月
癸
未
の
条
に
、

安
西
將
軍
鄧
艾
大
破
蜀
大
將
姜
維
於
上
邽
。

と
あ
る
よ
う
に
、
正
元
二
年
か
ら
翌
年
の
甘
露
元
年
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
、

姜
維
（
二
〇
二
～
二

六
四
）
の
北
伐
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
同
上
巻
二
十
二
・
陳

泰
伝
に
、

（
郭
）
淮
薨
〔
二
五
五
年
〕
、
泰
代
爲
征
西
將
軍
、
假
節
、
都
督
雍
涼
諸
軍

事
。

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
雍
涼
二
州
都
督
は
陳
泰
（
？
～
二

六
〇
）
で
あ
っ
た
が
、

雍
州
刺
史
の
王
經
（
？
～
二

六
〇
）
が
大
敗
し
て
狄
道
に
包
囲
さ
れ
る
と
、
同
上

巻
二
十
八
・
鄧
艾
伝
に
、

其
年
〔
二
五
五
年
〕
、
徴
拜
長
水
校
尉
、
以
破
（
文
）
欽
等
功
、
進
封
方
城

鄕
侯
。
行
安
西
將
軍
、
解
雍
州
刺
史
王
經
圍
於
狄
道
、
姜
維
退
駐
鍾
提
、
乃

以
艾
爲
安
西
將
軍
、
假
節
、
領
護
東
羌
校
尉
。
…
…
頃
之
、
維
果
向
祁
山
、

…
…
維
與
艾
爭
險
、
不
克
、
其
夜
、
渡
渭
東
行
、
縁
山
趣
上
邽
、
艾
與
戰
於

段
谷
、
大
破
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
長
水
校
尉
の
鄧
艾
（
？
～
二

六
四
）
が
安
西
将
軍
を
兼
務
し
て

来
援
し
、
翌
年
、
姜
維
を
破
る
。
ま
た
、
『
晋
書
』
巻
三
十
七
・
宗
室
・
安
平
王

司
馬
孚
伝
に
、

代
王
淩
爲
太
尉
〔
二
五
一
年
〕
。
及
蜀
將
姜
維
寇
隴
右
、
雍
州
刺
史
王
經
戰

敗
、
遣
孚
西
鎭
關
中
、
統
諸
軍
事
。
征
西
將
軍
陳
泰
與
安
西
將
軍
鄧
艾
進
撃

維
、
維
退
、
孚
還
京
師
、
轉
太
傅
。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
尉
の
司
馬
孚
（
司
馬
懿
の
弟
、
一
八
〇
～
二
七
二
）
が
「
後

継
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
長
安
に
駐
屯
し
て
い
る
。
尚
書
の
陳
騫
（
二
一
二
～
二

九
二
）
が
「
征
蜀
将
軍
」
を
兼
務
し
た
の
は
、
鄧
艾
、
お
よ
び
司
馬
孚
の
関
中
・

隴
西
派
遣
と
同
時
期
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

史
料
⑤
は
、
青
龍
二
年
（
二
三
四
）
、
い
わ
ゆ
る
五
丈
原
の
戦
い
の
際
、
「
征

蜀
将
軍
」
の
秦
朗
が
洛
陽
か
ら
援
軍
に
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
行

『
晋
書
』
宣
帝
紀
は
「
征
蜀
護
軍
」
に
作
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
該
官
は

関
中
・
隴
西
方
面
に
常
駐
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
『
魏
志
』
明
帝
紀
・
青

龍
元
年
の
条
注
引
『
魏
略
』
に
、

朗
游
遨
諸
侯
間
、
歴
武
・
文
之
世
而
無
尤
也
。
及
明
帝
即
位
、
授
以
内
官
、

爲
驍
騎
將
軍
・
給
事
中
、
毎
車
駕
出
入
、
朗
常
隨
從
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
明
帝
の
寵
臣
、
か
つ
親
衛
隊
長
を
務
め
て
い
た
秦
朗
（
曹
操
の

側
室
と
な
っ
た
杜
夫
人
の
連
れ
子
）
が
任
官
し
た
の
は
、
「
征
蜀
将
軍
」
の
方
が

ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
史
料
は
零
細
な
が
ら
も
、
征
蜀
将
軍
が
任
命
・
派
遣
さ
れ
る

際
の
原
則
の
よ
う
な
も
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
「
征
蜀
」
と

い
う
名
号
が
示
す
と
お
り
、
派
遣
先
は
蜀
の
攻
勢
に
さ
ら
さ
れ
た
関
中
・
隴
西
方

面
に
限
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
衞
臻
・
陳
騫
ら
の
事
例
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
任
命
の
対
象
は
尚
書
僕
射
・
尚
書
な
ど
の
大
臣
を
含
む
、
中
央
の
高
官
だ

っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
「
本
官
を
以
て
行
事
」
の
形
式
に
よ
る
兼
官
だ
っ
た
ら
し

（
四

）

い
こ
と
。
第
四
に
、
天
子
か
ら
全
権
を
委
任
さ
れ
た
「
持
節
」
の
官
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蜀
軍
の
侵
攻
な
ど
に
よ
っ
て
関
隴
方
面
の
軍
事
的
緊
張

が
高
ま
っ
た
と
き
に
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
臨
時
の
官
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
よ

う
に
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
征
蜀
将
軍
と
都
督
制
度
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

次
節
で
は
、
す
こ
し
視
点
を
か
え
て
、
将
軍
号
の
変
遷
か
ら
、
征
蜀
将
軍
の
登

場
の
背
景
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

第
二
節

征
蜀
将
軍
の
系
譜

将
軍
号
の
発
達
史
に
照
ら
せ
ば
、
征
蜀
将
軍
の
よ
う
な
、
敵
対
勢
力
も
し
く
は

対
立
政
権
の
固
有
名
詞
を
含
む
雑
号
将
軍
は
、
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
大
将
軍
以
下
の
比
公
の
将
軍
、
卿
に
比
せ
ら
れ

る
左
右
前
後
の
四
将
軍
を
除
き
、
そ
の
他
を
一
括
し
て
、
雑
号
将
軍
と
い
う
。
雑

号
将
軍
の
名
号
は
、
第
一
に
任
務
や
統
率
す
る
兵
種
を
示
す
も
の
、
第
二
に
攻
撃

目
標
や
作
戦
の
目
的
を
示
す
も
の
、
第
三
に
抽
象
的
な
美
名
を
付
け
た
も
の
、
以

上
の
三
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
る
。

（
五

）

将
軍
号
の
増
設
と
実
質
的
な
常
設
が
始
ま
る
の
は
、
対
匈
奴
戦
争
を
遂
行
し
た

前
漢
武
帝
（
在
位
紀
元
前
一
四
一
～
紀
元
前
八
七
）
の
時
代
で
あ
る
が
、
最
初
に

出
現
す
る
の
が
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
漢
書
』
巻

六
・
武

帝
紀
・
元
光
二
年
（
紀
元
前
一
三
三
）

六
月
の
条
に
、

御
史
大
夫
韓
安
國
爲
護
軍
將
軍
、
衞
尉
李
廣
爲
驍
騎
將
軍
、
太
僕
公
孫
賀
爲

輕
車
將
軍
、
大
行
王

恢
爲
將
屯
將
軍
、
太
中
大
夫
李
息
爲
材
官
將
軍
、
將
三

十
萬
衆
屯
馬
邑
谷
中
、
誘
致
單
于
、
欲
襲
撃
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
匈
奴
と
の
全
面
戦
争
の
き
っ
か
け
と
な
る
軍
臣
単
于
襲
撃
未
遂

事
件
―
馬
邑
の
変
で
は
五
人
の
将
軍
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
「
護
軍
」
は
全
軍

の
監
察
を
担
当
す
る
総
司
令
官
の
職
、
「
驍
騎
」
「
軽
車
」
は
騎
兵
、
「
将
屯
」

「
材
官
」
は
歩
兵
を
統
率
す
る
将
軍
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

比
公
将
軍
や
四
将
軍
も
、
本
来
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
、
護
軍
将
軍
や
驍

騎
将
軍
、
游
撃
将
軍
な
ど
の
よ
う
に
、
三
国
時
代
以
降
、
皇
帝
の
親
衛
隊
―
中
軍

の
指
揮
官
の
職
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
も
多
い
。

（
六

）

第
二
の
グ
ル
ー
プ
も
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
と
同
時
期
に
現
れ
る
が
、
そ
の
設
置

は
ほ
ぼ
前
漢
時
代
に
限
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
同
上
・
太
初
元
年
（
紀
元
前

一
〇
四
）
五
月
の
条
に
、

遣
因
杅
將
軍
公
孫
敖
築
塞
外
受
降
城
。

と
あ
る
よ
う
に
、
公
孫
敖
（
？
～
前
九

六
）
は
「
因
杅
将
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

る
が
、
「
因
杅
」
と
い
う
の
は
、
同
上
・
顔
師
古
注
に
、

服
虔
曰
、
「
匈
奴
地
名
、
因
所
征
以
名
將
軍
也
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
攻
撃
目
標
で
あ
っ
た
漠
北
の
地
名
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
「
浮

沮
将
軍
」
（
浮
沮
は
オ
ア
シ
ス
名
、
同
上
・
元
鼎

六
年
秋
の
条
）
、
「
匈
河
将
軍
」

（
匈
河
は
河
川
名
、
同
上
）
、
「
貳
師
将
軍
」
（
貳
師
は
大
宛
国
の
都
城
名
、
汗
血

馬
を
求
め
て
西
域
に
遠
征
し
た
李
廣
利
が
拝
命
、
同
上
・
太
初
元
年
八
月
の
条
）
、

「
浚
稽
将
軍
」
（
浚
稽
は
山
岳
名
、
同
上
・
太
初
二
年
秋
の
条
）
、
「
祁
連
将
軍
」
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（
祁
連
は
山
岳
名
、
同
上
巻
八
・
宣
帝
紀
・
本
始
二
年
秋
の
条
）
、
「
蒲
類
将

軍
」
（
蒲
類
は
沼
沢
名
、
同
上
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
内
陸
ア
ジ
ア

の
地
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、
第
二
グ
ル
ー
プ
の
名
号
を
洗
練
さ
せ
た
も
の
と
、
特
定

の
軍
事
行
動
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
美
名
・
雅
名
を
冠
し
た
も
の
と
に
大
別
さ

れ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
同
上
巻
七
・
昭
帝
紀
・
元

鳳
三
年
（
紀
元
前
七
八
）
冬
の
条
に
、

遼
東
烏
桓
反
、
以
中
郎
將
范
明
友
爲
度
遼
將
軍
、
將
北
邊
七
郡
郡
二
千
騎
撃

之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
烏
桓
討
伐
に
派
遣
さ
れ
た
范
明
友
（
霍
光
の
娘
婿
、
？
～
前

六

六
）
は
「
度
遼
将
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
上
・
顔
師
古
注
に
、

應
劭
曰
、
「
當
度
遼
水
往
撃
之
、
故
以
度
遼
爲
官
號
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
遼
水
を
渡
り
、
烏
桓
を
撃
つ
と
い
う
意
味
の
名
号
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
中
国
西
部
に
居
住
す
る
羌
族
の
反
乱
鎮
圧
に
活
躍
し
た
段
熲
（
？
～

一
七
九
）
が
「
破
羌
将
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
『
後
漢
書
』
列
伝
五
十
五
・
本

伝
）
の
も
、
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

ま
た
、
『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
・
王

莽
伝
中
・
始
建
国
二
年
（
紀
元
後
一
〇
）

の
条
に
、

遣
五
威
將
軍
苗
訢
・
虎
賁
將
軍
王
況
出
五
原
、
厭
難
將
軍
陳
欽
・
震
狄
將
軍

王
巡
出
雲
中
、
振
武
將
軍
王
嘉
・
平
狄
將
軍
王
萌
出
代
郡
、
相
威
將
軍
李

棽
・
鎭
遠
將
軍
李
翁
出
西
河
、
誅
貉
將
軍
陽
俊
・
討
穢
將
軍
嚴
尤
出
漁
陽
、

奮
武
將
軍
王
駿
・
定
胡
將
軍
王
晏
出
張
掖
。

と
あ
る
よ
う
に
、
即
位
直
後
の
王

莽
（
在
位
九
～
二
三
）
は
、
十
二
人
の
将
軍
を

モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
派
遣
す
る
。
こ
の
う
ち
、
北
方
遊
牧
民
の
蔑
称
を
含
む
「
震

狄
」
「
平
狄
」
「
誅
貉
」
「
討
穢
」
「
定
胡
」
な
ど
の
名
号
は
、
明
ら
か
に
北
ア
ジ

ア
の
制
圧
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

統
一
後
、
最
初
の
内
戦
を
経
験
し
た

両
漢
交
替
期
は
、
将
軍
号
増
設
の
ひ
と
つ

の
ピ
ー
ク
を
示
し
て
い
る
。
上
記
史
料
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
王

莽
が
将
軍
号
の

新
設
に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
、
か
つ
新
に
対
す
る
反
乱
勢
力
も
将
軍
を
自
称
し
た
り
、

配
下
に
授
け
た
り
と
、
さ
か
ん
に
将
軍
号
を
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
反

乱
軍
は
漢
の
復
興
と
擁
護
を
旗
印
に
か
か
げ
た
た
め
、
同
上
巻
九
十
九
下
・
王

莽

伝
下
・
地
皇
四
年
（
二
三
）
の
条
に
、

析
人
鄧
曄
・
于
匡
起
兵
南
鄕
百
餘
人
。
…
…
曄
自
稱
輔
漢
左
將
軍
、
匡
（
輔

漢
）
右
將
軍
。

と
あ
り
、
あ
る
い
は
『
後
漢
書
』
列
伝
二
・
劉
永
伝
に
、

是
時
、
東
海
人
董
憲
起
兵
據
其
郡
、
而
張
歩
亦
定
齊
地
。
永
遣
使
拜
憲
翼
漢

大
將
軍
、
歩
輔
漢
大
將
軍
、
與
共
連
兵
、
遂
專
據
東
方
。

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
朝
を
助
け
る
と
い
う
意
味
の
「
輔
漢
」
「
翼
漢
」
な
ど
の
名

号
を
使
用
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
国
号
・
王
朝
名
を
付
け
た
将
軍
号
の
始
ま
り

（
七

）

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
上
列
伝
四
・
宗
室
四
王
三
侯
・
泗
水
王
劉
歙
伝
に
、

歙
從
父
弟
茂
、
…
…
亦
聚
衆
京
・
密
間
、
稱
厭
新
將
軍
、
攻
下
潁
川
・
汝
南
、

衆
十
餘
萬
人
。
光
武
既
至
河
内
、
茂
率
衆
降
、
封
爲
中
山
王
。

と
あ
る
よ
う
に
、
宗
室
の
劉
茂
（
五
～
？
）
は
「
厭
新
将
軍
」
と
称
し
て
挙
兵
し

た
。
同
上
本
紀
一
・
光
武
帝
紀
上
・
建
武
元
年
七
月
壬
午
の
条
・
李
賢
注
に
、

王
莽
號
新
室
、
言
欲
厭
勝
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
厭
は
厭
勝
、
す
な
わ
ち
巫
術
に
よ
っ
て
敵
を
打
ち
負
か
す
こ
と

を
意
味
す
る
か
ら
、
「
厭
新
」
は
王

莽
の
破
滅
を
祈
願
し
た
名
号
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
征
蜀
将
軍
の
ル
ー
ツ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

光
武
帝
の
統
一
後
、
大
部
分
の
将
軍
は
姿
を
消
す
が
、
後
漢
末
の
内
戦
期
に
入

る
と
、
再
び
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

厭
新
将
軍
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
は
、
同
上
列
伝

六
十
四
上
・
袁
紹
伝
に
、

三国魏の征蜀将軍について
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聞
魏
郡
兵
反
、
與
黑
山
賊
于
毒
等
數
萬
人
共
覆
鄴
城
、
殺
郡
守
。
坐
中
客
家

在
鄴
者
、
皆
憂
怖
失
色
、
…
…
紹
容
貎
自
若
、
不
改
常
度
。
賊
有
陶
升
者
、

自
號
平
漢
將
軍
、
獨
反
諸
賊
、
…
…
具
車
重
、
載
紹
家
及
諸
衣
冠
在
州
内
者
、

身
自
扞
衞
、
送
到
斥
丘
。
紹
還
、
因
屯
斥
丘
、
以
升
爲
建
義
中
郎
將
。
〔
一

九
二
年
〕
。

と
あ
る
よ
う
に
、
黒
山
の
将
帥
、
陶
升
が
称
し
た
「
平
漢
将
軍
」
が
あ
る
。
「
漢

を
平
ら
げ
る
」
と
い
う
名
号
に
は
、
漢
王
朝
を
否
定
し
、
新
た
な
社
会
を
建
設
し

よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

（
八

）

三
国
魏
に
は
、
征
蜀
将
軍
の
ほ
か
、
『
魏
志
』
巻
九
・
曹
休
伝
に
、

子
肇
嗣
。
…
…
初
、
文
帝
分
休
戸
三
百
封
肇
弟
纂
爲
列
侯
。
後
爲
殄
呉
將
軍
、

薨
、
追
贈
前
將
軍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
殄
呉
将
軍
」
も
確
認
さ
れ
る
が
（
殄
は
滅
ぼ
す
の
意
味
）
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
蜀
に
は
「
輔
漢
将
軍
」
（
『
蜀
志
』
巻
十
・
李
嚴
伝
、
同
上

巻
十
一
・
張
裔
伝
、
同
上
巻
十
四
・
姜
維
伝
な
ど
）
、
「
安
漢
将
軍
」
（
同
上
巻

八
・
麋
竺
伝
、
同
上
巻
十
三
・
李

恢
伝
、
同
上
巻
十
三
・
王
平
伝
な
ど
）
が
あ
る

が
、
魏
を
討
滅
す
る
と
い
う
意
味
の
名
号
を
も
つ
将
軍
は
、
管
見
の
限
り
、
確
認

で
き
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
呉
に
は
、
『
呉
志
』
巻
五
・
妃
嬪
・
呉
主
權
徐
夫
人
伝
に
、

兄
矯
嗣
父
琨
侯
。
…
…
無
子
。
弟
祚
襲
封
、
亦
以
戰
功
至
蕪
湖
督
・
平
魏
將

軍
。

と
あ
り
、
同
上
巻
十
一
・
朱
然
伝
附
朱
績
伝
に
、

然
卒
〔
二
四
九
年
〕
、
績
襲
業
、
拜
平
魏
將
軍
・
樂
鄕
督
。
…
…
建
興
元
年

〔
二
五
二
年
〕
、
遷
鎭
東
將
軍
。
…
…
太
平
二
年
〔
二
五
七
年
〕
、
拜
驃
騎

將
軍
。

と
あ
り
、
同
上
巻
十
一
・
呂
範
伝
附
呂
據
伝
に
、

拜
偏
將
軍
。
入
補
馬
閑
右
部
督
、
遷
越
騎
校
尉
。
太
元
元
年
〔
二
五
一
年
〕
、

…
…
拜
盪
魏
將
軍
。
（
孫
）
權
寢
疾
、
以
據
爲
太
子
右
部
督
。
太
子
即
位

〔
二
五
二
年
〕
、
拜
右
將
軍
。
…
…
明
年
、
孫
峻
殺
諸

葛
恪
、
遷
據
爲
驃
騎

將
軍
、
平
西
宮
事
。

と
あ
り
、
同
上
巻
十

六
・
陸
凱
伝
に
、

五
鳳
二
年
〔
二
五
五
年
〕
、
…
…
拜
巴
丘
督
・
偏
將
軍
、
封
都
鄕
侯
、
轉
爲

武
昌
右
部
督
。
與
諸
將
共
赴
壽
春
、
還
、
累
遷
盪
魏
・
綏
遠
將
軍
。
孫
休
即

位
〔
二
五
八
年
〕
、
拜
征
北
將
軍
、
假
節
、
領
豫
州
牧
。
孫
晧
立
〔
二

六
四

年
〕
、
遷
鎭
西
大
將
軍
、
都
督
巴
丘
、
領
荊
州
牧
、
進
封
嘉
興
侯
。

と
あ
り
、
同
上
巻
十
五
・
鍾
離
牧
伝
に
、

永
安

六
年
〔
二

六
三
年
〕
、
蜀
并
于
魏
。
…
…
乃
以
牧
爲
平
魏
將
軍
、
領
武

陵
太
守
、
往
之
郡
。
…
…
遷
公
安
督
・
揚
武
將
軍
、
…
…
復
以
前
將
軍
假
節
、

領
武
陵
太
守
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
平
魏
将
軍
」
、
お
よ
び
「
盪
魏
将
軍
」
が
確
認
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
位
は
軽
く
、
お
も
に
都
督
や
郡
太
守
な
ど
の
地
方
官
に
授
け
ら
れ
て

い
る
が
、
呂
據
（
？
～
二
五

六
）
の
よ
う
に
、
中
央
官
に
も
与
え
ら
れ
て
お
り
、

特
定
の
任
務
と
の
関
連
性
も
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。
な
お
、
元
老
の
張
昭
（
一

五
六
～
二
三

六
）
は
「
輔
呉
将
軍
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
同
上
巻
七
・
張
昭

伝
）
。

さ
ら
に
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
七
・
晋
紀
九
・
懐
帝
永
嘉
三
年
（
三
〇
九
）

三
月
の
条
に
、

左
積
弩
將
軍
朱
誕
奔
漢
。
…
…
（
劉
）
淵
以
誕
爲
前
鋒
都
督
、
以
滅
晉
大
將

軍
劉
景
爲
大
都
督
、
將
兵
攻
黎
陽
、
克
之
。

と
あ
り
、
同
上
・
永
嘉
三
年
十
月
戊
寅
の
条
に
、

（
劉
）
聰
親
祈
嵩
山
、
留
平
晉
將
軍
安
陽
哀
王
（
劉
）
厲
、
冠
軍
將
軍
呼
延

朗
督
攝
留
軍
。
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と
あ
り
、
同
上
巻
八
十
八
・
晋
紀
十
・
愍
帝
建
興
元
年
（
三
一
三
）
七
月
の
条
に
、

漢
主
（
劉
）
聰
遣
大
將
軍
（
劉
）
粲
等
拒
（
劉
）
琨
、
驃
騎
將
軍
（
劉
）
易

等
拒
（
拓
跋
）
普
根
、
蕩
晉
將
軍
蘭
陽
等
助
守
西
平
。

と
あ
る
よ
う
に
、
五
胡
十

六
国
の
漢
（
匈
奴
劉
氏
）
は
、
西
晋
と
の
戦
い
の
さ
な

か
、
「
滅
晋
将
軍
」
「
平
晋
将
軍
」
「
蘯
晋
将
軍
」
な
ど
、
晋
を
討
ち
滅
ぼ
す
と
い

う
意
味
の
名
号
を
も
つ
将
軍
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
『
晋
書
』
巻
百

（
九

）

二
・
劉
聰
載
記
上
に
、

於
是
大
定
百
官
、
…
…
置
輔
漢
・
都
護
・
中
軍
・
上
軍
・
輔
軍
〔
→
撫
軍
の

誤
り
か
〕
・
鎭
衞
・
（
鎭
）
京
・
前
・
後
・
左
・
右
・
下
軍
・
輔
國
・
冠

軍
・
龍
驤
・
武
牙
〔
→
虎
牙
〕
大
將
軍
、
營
各
配
兵
二
千
、
皆
以
諸
子
爲
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
輔
漢
将
軍
」
も
置
か
れ
、
石
勒
（
二
七
四
～
三
三
三
）
ら
の

任
官
が
確
認
で
き
る
（
同
上
巻
百
四
・
石
勒
載
記
上
）
。

こ
の
よ
う
に
、
国
号
・
王
朝
名
を
含
む
将
軍
号
は
、
後
漢
初
期
、
お
よ
び
三

国
・
西
晋
時
代
に
集
中
的
に
現
れ
、
東
晋
以
後
、
絶
え
て
見
え
な
く
な
る
。
そ
の

理
由
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
敵
対
勢
力
を
殲
滅
す
る
と
い
う
意
味
の
露
骨

な
名
号
が
、
お
も
に
士
大
夫
層
か
ら
、
敬
遠
さ
れ
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
一

〇
）

と
も
あ
れ
、
征
蜀
将
軍
が
き
わ
め
て
特
異
な
将
軍
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
か
か
る
名
号
の
採
用
は
、
魏
が
蜀
の
攻
勢
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
蜀
の
正
式
な
国
号
が
「
漢
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
正
統
性
を
否
定
し
つ
つ
、
「
蜀
賊
」
と
し
て
征

（
一

一
）

伐
す
る
、
す
な
わ
ち
魏
の
軍
事
行
動
を
正
当
化
す
る
と
い
う
、
一
石
二
鳥
の
効
果

を
期
待
し
た
名
号
で
も
あ
っ
た
。

第
三
節

魏
晋
の
都
督
制
度
と
征
蜀
将
軍

周
知
の
よ
う
に
、
魏
王
朝
は
、
建
国
直
後
、
「
使
持
節
・
都
督
某
州
諸
軍
事
」
、

略
し
て
都
督
の
制
度
を
整
え
、
地
方
の
行
政
と
軍
事
を
掌
握
さ
せ
た
。
は
じ
め
、

（
一

二
）

①
都
督
河
北
諸
軍
事
・
征
北
将
軍
（
も
し
く
は
鎮
北
将
軍
、
以
下
も
同
じ
）
、
②

都
督
揚
州
諸
軍
事
・
征
東
将
軍
、
③
都
督
荊
州
諸
軍
事
・
征
南
将
軍
、
④
都
督
雍

涼
二
州
諸
軍
事
・
征
西
将
軍
が
設
置
さ
れ
、
と
く
に
②
～
④
は
呉
・
蜀
と
の
攻
防

に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
。
す
で
に
検
討
を
加
え
た
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
、
征

蜀
将
軍
が
密
接
に
関
わ
っ
た
の
が
、
④
雍
涼
二
州
都
督
で
あ
る
。

雍
涼
二
州
都
督
府
（
＝
征
西
府
）
は
、
関
中
・
隴
西
支
配
の
要
と
な
っ
た
機
関

で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
、
『
魏
志
』
巻
九
・
夏
侯
淵
伝
に
、

又
行
征
西
護
軍
、
督
徐
晃
撃
太
原
賊
〔
二
一
一
年
〕
。
…
…
從
征
韓
遂
等
、

…
…
（
建
安
）
十
七
年
〔
二
一
二
年
〕
、
太
祖
乃
還
鄴
、
以
淵
行
護
軍
將
軍
、

督
朱
靈
・
路
招
等
屯
長
安
。
…
…
乃
假
淵
節
。
…
…
會
（
張
）
魯
降
、
漢
中

平
〔
二
一
五
年
〕
、
以
淵
行
都
護
將
軍
、
督
張
郃
・
徐
晃
等
平
巴
郡
。
太
祖

還
鄴
、
留
淵
守
漢
中
、
即
拜
淵
征
西
將
軍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
関
中
平
定
後
、
「
護
軍
将
軍
」
の
夏
侯
淵
（
？
～
二
一
九
）
が
、

長
安
に
駐
留
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
。
夏
侯
淵
が
漢
中
に
進
駐
す
る
と
、
同

上
・
趙
儼
伝
に
、

入
爲
司
空
掾
属
・
主
簿
。
時
于
禁
屯
潁
陰
、
樂
進
屯
陽
翟
、
張
遼
屯
長
社
、

諸
將
任
氣
、
多
共
不
協
。
使
儼
并
參
三
軍
、
毎
事
訓
喩
、
遂
相
親
睦
。
太
祖

征
荊
州
〔
二
〇
八
年
〕
、
以
儼
領
章
陵
太
守
、
徙
都
督
護
軍
、
護
于
禁
・
張

遼
・
張
郃
・
朱
靈
・
李
典
・
路
招
・
馮
楷
七
軍
。
復
爲
丞
相
主
簿
、
遷
扶
風

太
守
。
太
祖
徙
出
故
韓
遂
・
馬
超
等
兵
五
千
餘
人
、
使
平
難
將
軍
殷
署
等
督

領
、
以
儼
爲
關
中
護
軍
、
盡
統
諸
軍
。
羌
虜
數
來
寇
害
、
儼
率
署
等
追
到
新

平
、
大
破
之
。
屯
田
客
呂
並
自
稱
將
軍
、
聚
黨
據
陳
倉
、
儼
復
率
署
等
攻
之
、

賊
即
破
滅
。

と
あ
る
よ
う
に
、
趙
儼
が
「
関
中
護
軍
」
に
転
じ
、
「
諸
軍
を
尽
統
」
し
た
。
護

（
一

三
）

軍
と
い
う
官
職
の
本
質
は
、
部
隊
の
統
率
や
戦
闘
の
指
揮
で
は
な
く
、
諸
将
の
監
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督
、
す
な
わ
ち
監
軍
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
趙
儼
も
、
も
ち
ろ
ん
実
戦
を
指
揮

（
一

四
）

し
て
い
る
が
、
か
つ
て
于
禁
ら
を
「
事
ご
と
に
訓
諭
し
、
遂
に
相
い
和
睦
」
せ
し

め
た
と
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
任
務
は
諸
将
の
行
動
を
監
視
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

漢
中
が
劉
備
の
手
に
落
ち
る
と
（
二
一
九
年
）
、
曹
操
は
そ
の
駐
留
軍
を
救
出

し
て
長
安
に
撤
退
す
る
が
、
同
上
巻
二
十
三
・
杜
襲
伝
に
、

後
襲
領
丞
相
長
史
、
隨
太
祖
到
漢
中
、
討
張
魯
。
太
祖
還
、
拜
襲
駙
馬
都
尉
、

留
督
漢
中
軍
事
。
…
…
夏
侯
淵
爲
劉
備
所
沒
、
…
…
太
祖
東
還
、
當
選
留
府

長
史
、
鎭
守
長
安
、
…
…
遂
以
襲
爲
留
府
長
史
、
駐
關
中
。

と
あ
る
よ
う
に
、
杜
襲
（
？
～
二
三
四
頃
）
が
「
丞
相
留
府
長
史
」
に
遷
り
、
長

安
に
駐
屯
し
た
。
さ
ら
に
、
同
上
巻
九
・
曹
眞
伝
に
、

以
偏
將
軍
將
兵
擊
劉
備
別
將
於
下
辯
、
破
之
、
拜
中
堅
將
軍
。
從
至
長
安
、

領
中
領
軍
。
是
時
、
夏
侯
淵
沒
於
陽
平
、
太
祖
憂
之
、
以
眞
爲
征
蜀
護
軍
、

督
徐
晃
等
破
劉
備
別
將
高
詳
於
陽
平
。
太
祖
自
至
漢
中
、
抜
出
諸
軍
、
使
眞

至
武
都
迎
曹
洪
等
、
還
屯
陳
倉
。
文
帝
即
王
位
〔
二
二
〇
年
〕
、
以
眞
爲
鎭

西
將
軍
、
假
節
、
都
督
雍
涼
州
諸
軍
事
、
録
前
後
功
、
進
封
東
鄕
侯
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
眞
（
？
～
二
三
一
）
が
「
征
蜀
護
軍
」
に
任
命
さ
れ
、
曹
洪

の
軍
が
武
都
か
ら
撤
退
す
る
の
を
支
援
し
た
後
、
陳
倉
（
右
扶
風
）
に
駐
屯
す
る
。

（
一

五
）

（
一

六
）

「
征
蜀
」
の
名
号
は
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
曹
丕
が
魏
王
の
位
を
継
ぐ
と
、
曹
眞

は
雍
涼
二
州
都
督
に
昇
格
し
て
い
る
か
ら
、
曹
操
死
後
、
丞
相
留
府
は
廃
止
さ
れ
、

征
蜀
護
軍
に
併
合
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
雍
涼

二
州
都
督
府
で
あ
る
。

た
だ
し
、
征
蜀
護
軍
の
官
自
体
は
、
そ
の
後
も

存
続
し
、
同
上
・
夏
侯
淵
伝
注

引
『
魏
略
』
に
、

（
夏
侯
）
霸
、
字
仲
權
。
…
…
黄
初
中
〔
二
二
〇
～
二
二

六
年
〕
、
爲
偏
將

軍
。
…
…
後
爲
右
將
軍
、
屯
隴
西
。
…
…
至
正
始
中
〔
二
四
〇
～
二
四
九

年
〕
、
代
夏
侯
儒
爲
征
蜀
護
軍
、
統
屬
征
西
。

と
あ
り
、
前
掲
『
晋
書
』
宣
帝
紀
に
、

眀
年
〔
二
三
一
年
〕
、
諸

葛
亮
寇
天
水
、
…
…
乃
使
帝
西
屯
長
安
、
都
督
雍

梁
二
州
諸
軍
事
、
統
車
騎
將
軍
張
郃
・
後
將
軍
費
曜
・
征
蜀
護
軍
戴
淩
・
雍

州
刺
史
郭
淮
等
討
亮
。

と
あ
る
よ
う
に
、
夏
侯
儒
（
夏
侯
尚
の
従
弟
）
、
戴
淩
、
夏
侯
霸
（
夏
侯
淵
の

（
一

七
）

（
一

八
）

子
）
ら
の
任
官
が
確
認
で
き
る
。
『
魏
志
』
巻
十
五
・
張
既
伝
に
、

文
帝
即
王
位
、
初
置
涼
州
、
以
安
定
太
守
雛
岐
爲
刺
史
。
…
…
涼
州
廬
水
胡

伊
健
妓
妾
・
治
元
多
等
反
、
河
西
大
擾
。
…
…
乃
召
雛
岐
、
以
既
代
之
。
…

…
遣
護
軍
夏
侯
儒
・
將
軍
費
曜
等
繼
其
後
。
…
…
酒
泉
蘇
衡
反
、
與
羌
豪
鄰

戴
及
丁
令
胡
萬
餘
騎
攻
邊
縣
。
既
與
夏
侯
儒
擊
破
之
、
衡
及
鄰
戴
等
皆
降
。

遂
上
疏
請
與
儒
治
左
城
、
築
鄣
塞
、
置
烽
候
・
邸
閣
以
備
胡
。
西
羌
恐
、
率

衆
二
萬
餘
落
降
。

と
あ
り
、
夏
侯
儒
が
涼
州
刺
史
の
張
既
（
？
～
二
二
三
）
と
と
も
に
、
涼
州
の
動

乱
を
鎮
圧
し
て
い
る
よ
う
に
、
征
蜀
護
軍
は
「
征
西
（
府
）
に
統
属
」
し
つ
つ
、

（
一

九
）

お
も
に
隴
西
・
河
西
方
面
の
軍
事
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。

そ
し
て
、
『
晋
書
』
巻
二
・
文
帝
紀
・
景
元
四
年
（
二

六
三
）
夏
の
条
に
、

於
是
徴
四
方
之
兵
十
八
萬
、
使
鄧
艾
自
狄
道
攻
姜
維
於
沓
中
、
雍
州
刺
史
諸

葛
緒
自
祁
山
軍
于
武
街
、
絶
維
歸
路
、
鎭
西
將
軍
鍾
會
帥
前
將
軍
李
輔
・
征

蜀
護
軍
胡
烈
等
自
駱
谷
襲
漢
中
。

と
あ
る
よ
う
に
、
征
蜀
護
軍
の
胡
烈
（
？
～
二
七
〇
）
が
平
蜀
の
役
に
従
軍
し
て

い
る
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
蜀
が
平
定
さ
れ
る
ま
で
、
常
設
の
官
職
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

（
二

〇
）

と
こ
ろ
で
、
魏
晋
の
都
督
制
度
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
が
、
「
軍
師
」
、

司
馬
師
の
諱
を
避
け
て
「
軍
司
」
（
軍
司
馬
と
誤
記
さ
れ
る
場
合
が
多
い
）
と
も

表
記
さ
れ
る
官
職
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
魏
志
』
巻
二
十
五
・
辛

毗
伝
に
、
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文
帝
踐
阼
、
遷
侍
中
、
賜
爵
關
内
侯
。
…
…
上
軍
大
將
軍
曹
眞
征
朱
然
于
江

陵
、

毗
行
軍
師
。
…
…
明
帝
即
位
、
…
…
出
爲
衞
尉
。
…
…
青
龍
二
年
〔
二

三
四
年
〕
、
諸

葛
亮
率
衆
出
渭
南
。
先
是
、
大
將
軍
司
馬
宣
王
〔
＝
司
馬

懿
〕
數
請
與
亮
戰
、
明
帝
終
不
聽
。
是
歳
恐
不
能
禁
、
乃
以

毗
爲
大
將
軍
軍

師
・
使
持
節
。

六
軍
皆
肅
、
準

毗
節
度
、
莫
敢
犯
違
。
亮
卒
、
復
還
爲
衞
尉
。

と
あ
り
、
『
晋
書
』
巻
三
十

六
・
衞
瓘
伝
に
、

陳
留
王
即
位
〔
二

六
〇
年
〕
、
拜
侍
中
。
…
…
數
歳
、
轉
廷
尉
卿
。
…
…
鄧

艾
・
鍾
會
之
伐
蜀
也
〔
二

六
三
年
〕
、
瓘
以
本
官
持
節
監
艾
・
會
軍
事
、
行

鎭
西
軍
司
、
給
兵
千
人
。
…
…
（
鄧
艾
・
鍾
會
の
失
脚
後
）
除
使
持
節
・
都

督
關
中
諸
軍
事
・
鎭
西
將
軍
。

と
あ
り
、
同
上
巻
三
十
四
・
杜
預
伝
に
、

復
拜
度
支
尚
書
。
…
…
時
帝
密
有
滅
呉
之
計
、
而
朝
議
多
違
、
唯
預
・
羊

祜
・
張
華
與
帝
意
合
。
祜
病
、
舉
預
自
代
、
因
以
本
官
假
節
行
平
南
將
軍

〔
原
文
は
「
平
東
將
軍
」
に
作
る
が
、
『
羊
祜
墓
誌
』
に
よ
っ
て
改
め
る
〕
、

領
征
南
軍
司
。
及
祜
卒
、
拜
鎭
南
大
將
軍
・
都
督
荊
州
諸
軍
事
、
給
追
鋒

車
・
第
二
駙
馬
〔
二
七
八
年
〕
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
上
巻
三
十
四
・
羊
祜
伝
に
、

帝
將
有
滅
呉
之
志
、
以
祜
爲
都
督
荊
州
諸
軍
事
、
假
節
、
散
騎
常
侍
・
衞
將

軍
如
故
〔
二

六
九
年
〕
。
…
…
嘗
欲
夜
出
、
軍
司
徐
胤
執
棨
當
營
門
曰
、

「
將
軍
都
督
萬
里
、
安
可
輕
脱
。
將
軍
之
安
危
、
亦
國
家
之
安
危
也
。
胤
今

日
若
死
、
此
門
乃
開
耳
。
」
祜
改
容
謝
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
軍
師
（
軍
司
）
は
、
第
一
に
九
卿
や
尚
書
、
侍
中
な
ど
の
大
臣

が
臨
時
に
兼
務
し
（
「
本
官
を
以
て
行
事
」
）
、
第
二
に
「
監
軍
」
と
し
て
都
督
以

下
の
諸
将
を
統
御
す
る
、
第
三
に
持
節
の
官
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
四
に
四
征

将
軍
な
ど
の
将
軍
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
り
、
第
五
に
都
督
の
後
任
予
定
者
が
就
任

す
る
官
職
の
性
格
も
帯
び
て
い
た
。

（
二

一
）

以
上
の
よ
う
に
、
軍
師
（
軍
司
）
が
任
命
・
設
置
さ
れ
る
条
件
は
、
第
一
節
で

整
理
・
検
討
し
た
征
蜀
将
軍
の
そ
れ
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、
史
料
③
『
魏
志
』
趙
儼
伝
の
記
事
で
あ
る
。

文
帝
即
王
位
、
爲
侍
中
。
…
…
孫
權
寇
邊
〔
二
二
二
年
〕
、
征
東
大
將
軍
曹

休
統
五
州
軍
禦
之
、
徴
儼
爲
軍
師
。
…
…
轉
爲
度
支
中
郎
將
、
遷
尚
書
。
從

征
呉
〔
二
二
五
年
〕
、
到
廣
陵
、
復
留
爲
征
東
軍
師
。
明
帝
即
位
〔
二
二

六

年
〕
、
…
…
監
荊
州
諸
軍
事
、
假
節
。
會
疾
、
不
行
、
復
爲
尚
書
、
出
監
豫

州
諸
軍
事
、
轉
大
司
馬
軍
師
、
入
爲
大
司
農
。
齊
王
即
位
〔
二
三
九
年
〕
、

以
儼
監
雍
涼
諸
軍
事
、
假
節
、
轉
征
蜀
將
軍
。
又
遷
征
西
將
軍
、
都
督
雍
涼
。

正
始
四
年
〔
二
四
三
年
〕
、
老
疾
求
還
、
徴
爲
驃
騎
將
軍
。

趙
儼
は
、
曹
操
の
時
代
か
ら
、
派
遣
軍
の
参
軍
や
護
軍
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る

が
、
魏
王
朝
成
立
後
も
、
中
央
と
地
方
を
往
復
し
、
断
続
的
に
都
督
府
の
軍
師

（
軍
司
）
・
監
軍
を
担
当
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
太
和
五
年
（
二
三
一
）
以
降
、
雍
涼
二
州
都
督
の
任
に
あ
っ
た
の

は
司
馬
懿
で
あ
る
が
、
同
上
・
明
帝
紀
・
景
初
二
年
（
二
三
七
）
の
条
に
、

春
正
月
、
詔
太
尉
司
馬
宣
王
〔
＝
司
馬
懿
〕
帥
衆
討
遼
東
。
…
…
（
八
月
）

丙
寅
、
司
馬
宣
王
圍
公
孫
淵
於
襄
平
、
大
破
之
、
傳
淵
首
于
京
師
、
海
東
諸

郡
平
。

と
あ
る
よ
う
に
、
遼
東
に
遠
征
し
て
公
孫
氏
を
滅
ぼ
し
、
同
上
・
景
初
三
年
正
月

丁
亥
の
条
に
、

太
尉
宣
王
還
至
河
内
、
帝
驛
馬
召
到
、
引
入
臥
内
、
執
其
手
謂
曰
、
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
帰
還
の
途
次
、
洛
陽
に
召
還
さ
れ
、
臨
終
の
明
帝
（
在
位
二
二

六
～
二
三
九
）
か
ら
、
幼
い
斉
王
曹
芳
（
在
位
二
三
九
～
二
五
四
）
の
補
佐
を
託

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
馬
懿
が
遼
東
討
伐
に
出
陣
し
た
景
初
二
年
正
月

以
降
、
雍
涼
二
州
都
督
府
に
は
府
主
が
不
在
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
軍
師
（
軍
司
）
は
監
軍
の
職
で
あ
り
、
か
つ
次
期
都
督
予
定

三国魏の征蜀将軍について
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者
が
任
官
す
る
官
職
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
趙
儼
が
征
蜀
将

軍
・
監
雍
涼
諸
軍
事
と
し
て
関
中
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
司
馬

懿
の
遼
東
遠
征
に
あ
わ
せ
た
措
置
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
そ
の
太
尉
軍
師
を
兼
任

し
て
い
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

軍
師
（
軍
司
）
の
将
軍
兼
任
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
晋
書
』
杜
預
伝
に
、

以
本
官
〔
＝
尚
書
〕
假
節
行
平
南
將
軍
、
領
征
南
軍
司
。

と
あ
る
の
が
、
管
見
の
限
り
、
魏
晋
に
お
け
る
唯
一
の
事
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、

（
二

二
）

前
掲
『
晋
書
』
衞
瓘
伝
に
、

以
本
官
〔
＝
廷
尉
卿
〕
持
節
監
艾
・
會
軍
事
、
行
鎭
西
軍
司
、
給
兵
千
人
。

と
あ
る
よ
う
に
、
平
蜀
の
役
に
従
軍
し
た
衞
瓘
は
「
兵
千
人
」
を
統
率
し
て
い
た

と
さ
れ
る
か
ら
、
将
軍
号
（
征
蜀
将
軍
も
十
分
に
候
補
と
な
り
得
る
）
を
帯
び
て

い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
（
本
伝
に
記
載
が
な
い
の
は
、
単
に
省
略
さ
れ
た
た

め
で
あ
ろ
う
）
。
軍
師
（
軍
司
）
の
将
軍
兼
任
は
、
そ
れ
ほ
ど
変
則
的
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
征
蜀
将
軍
の
任
官
者
も
、
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
と

は
言
い
き
れ
な
い
が
、
雍
涼
二
州
都
督
府
の
軍
師
（
軍
司
）
を
兼
ね
て
い
た
可
能

性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
二

三
）

と
も
あ
れ
、
諸

葛
亮
の
北
伐
や
曹
爽
の
駱
谷
の
役
な
ど
、
関
隴
方
面
の
軍
事
的

緊
張
が
高
ま
っ
た
（
も
し
く
は
、
か
か
る
事
態
に
と
も
な
っ
て
当
該
方
面
の
兵
力

が
増
強
さ
れ
た
）
と
き
に
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
監
軍
（
多
く
の
場
合
、
九
卿

や
尚
書
な
ど
の
大
臣
）
が
任
官
す
る
将
軍
号
、
そ
れ
が
征
蜀
将
軍
の
基
本
的
な
性

格
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
、
名
号
を
共
有
す
る
征
蜀
護
軍
と
は
パ
ラ
レ
ル

な
関
係
に
あ
り
、
征
蜀
護
軍
が
平
時
の
監
軍
だ
と
す
れ
ば
、
征
蜀
将
軍
は
非
常
時

の
そ
れ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
二

四
）

な
お
、
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
魏
に
は
「
殄
呉
将
軍
」
と
い
う
将
軍
も
あ

っ
た
。
『
魏
志
』
巻
十
七
・
張
遼
伝
に
、

以
遼
爲
盪
寇
將
軍
。
…
…
太
祖
既
征
孫
權
還
〔
二
一
三
年
〕
、
使
遼
與
樂
進

〔
＝
折
衝
将
軍
〕
・
李
典
〔
＝
破
虜
将
軍
〕
等
將
七
千
餘
人
屯
合
肥
。
太
祖

征
張
魯
〔
二
一
五
年
〕
、
敎
與
護
軍
薛
悌
、
署
函
邊
曰
、
「
賊
至
乃
發
。
」
俄

而
權
率
十
萬
衆
圍
合
肥
、
乃
共
發
敎
、
敎
曰
、
「
若
孫
權
至
者
、
張
・
李
將

軍
出
戦
、
樂
將
軍
守
、
護
軍
勿
得
與
戰
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
操
の
第
一
次
濡
須
出
兵
後
、
張
遼
（
一

六
八
～
二
二
二
頃
）

ら
三
将
軍
、
お
よ
び
「
護
軍
」
の
薛
悌
が
合
肥
に
駐
屯
し
た
。
揚
州
都
督
の
前
身

と
な
る
部
隊
で
あ
る
。
薛
悌
の
立
場
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
趙
儼
と
酷
似
し
て
お

り
、
そ
の
任
務
は
、
や
は
り
、
諸
将
の
監
督
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二

五
）

揚
州
・
淮
南
方
面
に
も
護
軍
が
常
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
上
巻
二
十
七
・

胡
質
伝
に
、

州
請
爲
治
中
。
將
軍
張
遼
與
其
護
軍
武
周
有
隙
。
遼
見
刺
史
温

恢
求
請
質
、

質
辭
以
疾
。
…
…
質
曰
、
「
…
…
武
伯
南
〔
＝
武
周
の
字
〕
身
爲
雅
士
、
往

者
將
軍
稱
之
不
容
於
口
、
今
以
睚
眦
之
恨
、
乃
成
嫌
隙
。
況
質
才
薄
、
豈
能

終
好
。
是
以
不
願
也
。
」
遼
感
言
、
復
與
周
平
。

と
あ
る
よ
う
に
、
張
遼
が
「
護
軍
」
の
武
周
を
嫌
悪
し
、
就
任
を
要
請
し
た
胡
質

（
二

六
）

（
？
～
二
五
〇
）
に
ぎ
ゃ
く
に
説
得
さ
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
、
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
『
晋
書
』
巻
四
十
二
・
王
渾
伝
に
、

遷
安
東
將
軍
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
、
鎭
壽
春
〔
二
七
七
年
〕
。
…
…
及
大
舉

伐
呉
〔
二
八
〇
年
〕
、
渾
率
師
出
横
江
、
遣
參
軍
陳
愼
・
都
尉
張
喬
攻
尋
陽

瀨
鄕
。
…
…
又
遣
殄
呉
護
軍
李
純
據
高
望
城
、
討
呉
將
兪
恭
、
破
之
、
多
所

斬
獲
。
呉
厲
武
將
軍
陳
代
・
平
虜
將
軍
朱
明
懼
而
來
降
。
呉
丞
相
張
悌
・
大

將
軍
孫
震
等
率
衆
數
萬
指
城
陽
、
渾
遣
司
馬
孫
疇
・
揚
州
刺
史
周
浚
撃
破
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
平
呉
の
役
の
際
、
揚
州
都
督
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
「
殄
呉
護

軍
」
と
い
う
官
職
が
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
揚
州
・
淮
南
の
対
呉
戦

（
二

七
）

線
に
常
設
さ
れ
て
い
た
雑
号
護
軍
で
あ
り
、
征
蜀
護
軍
と
同
類
の
官
職
だ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

（
二

八
）
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管
見
の
か
ぎ
り
、
殄
呉
将
軍
の
唯
一
の
任
官
者
で
あ
る
曹
纂
は
、
魏
の
初
め
、

揚
州
都
督
と
し
て
活
躍
し
た
重
臣
、
曹
休
（
？
～
二
二
八
）
の
子
で
あ
る
（
前
掲

『
魏
志
』
曹
休
伝
）
。
曹
纂
の
詳
し
い
経
歴
は
不
明
で
あ
る
が
、
父
が
残
し
た
で

あ
ろ
う
様
々
な
コ
ネ
を
背
景
に
、
揚
州
都
督
府
に
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
。
殄
呉
将
軍
は
、
揚
州
・
淮
南
方
面
の
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
っ
た
際
、

（
二

九
）

征
蜀
将
軍
と
お
な
じ
よ
う
に
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
監
軍
が
任
官
し
た
将
軍
号

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
特
異
な
名
号
を
も
つ
「
征
蜀
将
軍
」

は
、
雍
涼
二
州
都
督
に
対
す
る
監
軍
と
し
て
用
意
さ
れ
た
将
軍
号
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
都
督
に
対
す
る
中
央
の
統
制
力
の
強
さ
を
示
す
官
職
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
都
督
制
研
究
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
っ
と
も
史

料
が
多
く
、
か
つ
基
幹
的
な
官
職
で
あ
る
「
都
督
○
×
諸
軍
事
」
が
主
た
る
分
析

対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
都
督
制
度
」
は
幾
重
に
も
指
揮
権
・
監
察
権

が
錯
綜
し
た
制
度
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
都
督
の
専
断
を
防
ぐ
た
め
の
様
々
な

手
段
が
講
ぜ
ら
れ
、
す
く
な
く
と
も
、
魏
晋
期
に
お
い
て
は
十
分
に
機
能
し
た
。

軍
師
（
軍
司
）
や
監
軍
・
護
軍
な
ど
も
、
都
督
制
度
を
構
成
す
る
重
要
な
官
職
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
史
料
②
『
晋
書
』
文
帝
紀
は
、
駱
谷
の
役
以
後
の
司
馬
昭
の
動
向

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

遂
還
、
拜
議
郎
。
…
…
蜀
將
姜
維
之
寇
隴
右
也
〔
二
四
九
年
〕
、
征
西
將
軍

郭
淮
自
長
安
距
之
、
進
帝
位
安
西
將
軍
、
持
節
、
屯
關
中
、
爲
諸
軍
節
度
。

…
…
轉
安
東
將
軍
、
持
節
、
鎭
許
昌
。
及
大
軍
討
王
淩
〔
二
五
一
年
〕
、
帝

督
淮
北
諸
軍
事
、
帥
師
會
于
項
、
增
邑
三
百
戸
、
假
金
印
紫
綬
。
尋
進
號
都

督
、
統
征
東
將
軍
胡
遵
・
鎭
東
將
軍
諸

葛
誕
伐
呉
、
戰
于
東
關
〔
二
五
二

年
〕
、
二
軍
敗
績
、
坐
失
侯
。
蜀
將
姜
維
又
寇
隴
右
〔
二
五
三
年
〕
、
揚
聲

欲
攻
狄
道
。
以
帝
行
征
西
將
軍
、
次
長
安
。

正
始
の
政
変
直
後
、
司
馬
昭
は
「
安
西
将
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
関
中
に
派
遣
さ

れ
る
。
つ
い
で
「
安
東
将
軍
」
に
転
じ
て
、
王
淩
の
討
伐
に
従
軍
し
、
呉
に
大
敗

し
た
東
関
の
戦
い
で
は
、
征
東
将
軍
・
都
督
青
徐
二
州
諸
軍
事
の
胡
遵
（
？
～
二

五
六
）
、
お
よ
び
鎮
東
将
軍
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
の
諸

葛
誕
（
？
～
二
五
八
）
を

統
率
し
た
と
い
う
。
こ
の
後
、
「
征
西
将
軍
」
と
し
て
、
ふ
た
た
び
関
中
に
赴
き
、

（
三

〇
）

凱
旋
後
、
斉
王
の
廃
位
に
参
画
す
る
。

司
馬
昭
は
、
広
義
の
「
四
征
将
軍
」
を
歴
任
し
て
い
る
が
、
ど
う
や
ら
、
そ
の

任
務
は
、
い
わ
ゆ
る
州
都
督
で
は
な
い
ら
し
い
。
東
関
の
戦
い
で
は
、
ふ
つ
う
に

考
え
れ
ば
下
位
の
安
東
将
軍
の
ま
ま
、
上
位
の
征
東
将
軍
と
鎮
東
将
軍
を
指
揮
し

た
こ
と
に
な
る
が
、
『
魏
志
』
斉
王
紀
・
嘉
平
四
年
（
二
五
二
）
十
二
月
の
条
注

引
『
漢
晋
春
秋
』
に
、

時
司
馬
文
王
〔
＝
司
馬
昭
〕
爲
監
軍
、
統
諸
軍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
昭
は
諸
軍
の
「
監
軍
」
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
上
・
嘉
平

六
年
（
二
五
四
）
五
月
甲
戌
の
条
注
引
『
魏
書
』
に
は
、

郭
太
后
（
？
～
二

六
三
）
に
斉
王
の
廃
位
を
求
め
る
百
官
の
上
奏
文
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
馬
昭
の
官
位
は
、

行
征
西
・
安
東
將
軍
・
新
城
侯
臣
昭

と
記
さ
れ
て
お
り
、
「
本
官
を
以
て
行
事
」
、
つ
ま
り
安
東
将
軍
を
本
官
と
し
て
、

征
西
将
軍
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
非
常
に
珍
し
い
兼
官
の
事
例
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
変
則
的
な
兼
官
は
、
当
時
の
司
馬
昭
が

（
三

一
）

兄
の
司
馬
師
（
二
〇
八
～
二
五
五
）
に
次
ぐ
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
、
し
か
も
司
馬
師
に

は
男
子
が
な
か
っ
た
か
ら
、
事
実
上
、
後
継
者
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で

は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
情
況
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
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「
四
征
将
軍
」
が
、
単
に
都
督
の
帯
び
る
将
軍
号
と
い
う
以
上
の
性
格
を
、
い
ま

だ
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

魏
晋
に
お
け
る
「
四
征
将
軍
」
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
は
、
都
督
征
討
諸
軍

事
（
＝
征
討
都
督
）
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
『
宋
書
』
百
官
志
上
・
持
節
都
督
の

（
三

二
）

条
に
、晉
世
則
都
督
諸
軍
爲
上
、
監
諸
軍
次
之
、
督
諸
軍
爲
下
。
使
持
節
爲
上
、
持

節
次
之
、
假
節
爲
下
。

と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
都
督
の
三
等
制
、
と
く
に
「
監
軍
」
の
成
立
過
程
の

問
題
な
ど
と
も
関
連
さ
せ
つ
つ
、
再
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

《
注
》

（
一
）
漢
六
朝
の
将
軍
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
「
前
漢
の
将
軍
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
六
―
四
、

一
九
六
八
年
、
同
氏
著
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
所
収
）
、
同
上

「
漢
代
の
節
に
つ
い
て
―
将
軍
仮
節
の
前
提
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
二
、

一
九
六
九
年
、
同
上
所
収
）、
同
上
「
漢
の
中
郎
将
・
校
尉
と
魏
の
率
善
中
郎
将
・
校
尉
」

（『
史
泉
』
四
二
、
一
九
七
一
年
、
同
上
所
収
）、
坂
元
義
種
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝

鮮
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）、
窪
添
慶
文
「
北
魏
初
期
の
将
軍
号
」（『
東
洋
文
化
』

六
〇
、
一
九
八
〇
年
、
同
氏
著
『
魏
晋
南
北
朝
官
僚
制
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
所

収
）
、
廖
伯
源
「
試
論
西
漢
諸
将
軍
之
制
度
及
其
政
治
地
位
」
（
『
徐
復
觀
先
生
紀
念
論
文

集
』
一
九
八
六
年
、
同
氏
著
『
歴
史
与
制
度
―
漢
代
政
治
制
度
試
釈
』
香
港
教
育
図
書
公

司
・
亜
洲
学
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
所
収
）、
同
上
「
東
漢
将
軍
制
度
之
演
変
」（『
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
六
〇
―
一
、
一
九
八
九
年
、
同
上
所
収
）、
高
橋
徹
「
南
北

朝
の
将
軍
号
と
唐
代
武
散
官
」（『
山
形
大
学
史
学
論
集
』
一
五
、
一
九
九
五
年
）、
岡
部
毅

「
梁
陳
時
代
に
お
け
る
将
軍
号
の
性
格
に
関
す
る
一
考
察
―
唐
代
武
散
官
と
の
関
連
か
ら
」

（『
集
刊
東
洋
学
』
七
九
、
一
九
九
八
年
）、
佐
藤
直
人
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
前
後
左
右

将
軍
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
五
、
二
〇
〇
一
年
）、
お
よ
び
拙

稿
「
四
征
将
軍
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
代
文
化
』
四
五
―
一
〇
、
一
九
九
三
年
）、
同

上
「
征
夷
大
将
軍
と
中
国
の
将
軍
」
（
『
秋
田
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
･
社
会
科

学
）』
五
二
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
二
）
（

一
二
）
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
四
征
将
軍
、
な
ら
び
に
都
督
制
度
に
つ
い
て
は
、
呉
廷
燮

『
歴
代
方
鎮
年
表
』、
嚴
耕
望
『
中
国
地
方
行
政
制
度
史
』
乙
部
上
冊
「
魏
晋
南
朝
地
方
行

政
制
度
」（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
四
五
Ａ
、
一
九
六
三
年
）、
宮
崎
市
定
『
九

品
官
人
法
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
六
年
）
第
五
章
第
五
節
「
軍
府
僚
属
殊
に

参
軍
の
発
達
」、
越
智
重
明
「
晋
代
の
都
督
」（
『
東
方
学
』
一
五
、
一
九
五
七
年
）、
同
上

「
南
朝
の
国
家
と
社
会
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
五
―
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
Ⅱ
』
一
九
七

〇
年
）、
同
上
「
魏
晋
時
代
の
四
征
将
軍
と
都
督
」（『
史
淵
』
一
一
七
、
一
九
八
〇
年
）、
小

尾
孟
夫
「
曹
魏
に
お
け
る
『
四
征
』
将
軍
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
Ⅱ
部
二
―
二

六
、
一
九
七
八
年
、
同
氏
著
『
六
朝
都
督
制
研
究
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）、
同
上

「
晋
代
に
お
け
る
将
軍
号
と
都
督
」（『
東
洋
史
研
究
』
三
七
―
三
、
一
九
七
八
年
、
同
上
所

収
）、
竹
園
卓
夫
「
魏
の
都
督
」（『
歴
史
』
五
一
、
一
九
七
八
年
）、
お
よ
び
拙
稿
「
曹
魏
の

護
軍
に
つ
い
て
」（『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
二
六
、
一
九
九
〇
年
）、
同

上
「
軍
師
考
」（『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
二
七
、
一
九
九
一
年
）、
同
上

「
漢
末
州
牧
考
」（『
秋
大
史
学
』
三
八
、
一
九
九
二
年
）、
同
上
「
都
督
考
」（『
東
洋
史
研

究
』
五
一
―
三
、
一
九
九
二
年
）、
前
掲
同
上
「
四
征
将
軍
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」、
同
上

「
六
朝
都
督
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」
（
『
駒
沢
史
学
』
六
四
、
二
〇
〇
五
年
）
、
同
上

「
呉
・
蜀
の
都
督
制
度
と
そ
の
周
辺
」（『
三
国
志
研
究
』
一
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
三
）
な
お
、
洪
飴
孫
『
三
国
職
官
表
』
下
に
は
、

〔
魏
〕
征
蜀
將
軍
、
一
人
、
第
三
品
。

と
あ
り
、
任
官
者
と
し
て
、
衞
臻
、
趙
儼
、
司
馬
昭
、
陳
騫
の
四
名
を
あ
げ
る
。

（
四
）
大
庭
脩
「
漢
の
官
吏
の
兼
任
に
つ
い
て
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
九
、
一
九
五
七
年
、

前
掲
大
庭
書
所
収
）
を
参
照
。

（
五
）
前
掲
拙
稿
「
四
征
将
軍
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」、
同
上
「
征
夷
大
将
軍
と
中
国
の
将
軍
」

を
参
照
。
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（
六
）
魏
晋
の
中
軍
に
つ
い
て
は
、
何
茲
全
「
魏
晋
的
中
軍
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所

集
刊
』
一
七
、
一
九
四
八
年
）、
越
智
重
明
「
領
軍
将
軍
と
護
軍
将
軍
」（『
東
洋
学
報
』
四

四
―
一
、
一
九
六
一
年
）、
張
金
龍
『
魏
晋
南
北
朝
禁
衛
武
官
制
度
研
究
』（
中
華
書
局
、
二

〇
〇
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
七
）
こ
の
ほ
か
、
益
州
豪
族
の
王
岑
は
「
定
漢
将
軍
」（『
後
漢
書
』
列
伝
三
・
公
孫
述
伝
）、

宗
室
の
劉
梁
（
順
の
叔
父
）
は
「
就
漢
大
将
軍
」（
同
上
列
伝
四
・
宗
室
四
王
三
侯
・
成
武

孝
侯
劉
順
伝
）
を
自
称
し
て
い
る
。
ま
た
、
馮
衍
は
、
并
州
鎮
撫
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
鮑

永
か
ら
、「
立
漢
将
軍
」
に
任
ぜ
ら
れ
（
同
上
列
伝
十
八
上
・
本
伝
）、
群
雄
の
秦
豊
の
相
で

あ
っ
た
趙
京
は
、
光
武
帝
に
帰
順
し
て
「
成
漢
将
軍
」
を
授
け
ら
れ
（
同
上
列
伝
七
・
岑
彭

伝
）、
更
始
帝
の
「
復
漢
将
軍
」
で
あ
っ
た
鄧
曄
（『
漢
書
』
王
莽
伝
下
の
「
析
の
人
鄧
曄
」

と
同
一
人
物
か
）
も
、
降
伏
後
、
官
爵
を
安
堵
さ
れ
、
各
地
を
転
戦
し
て
い
る
（
『
後
漢

書
』
本
紀
一
上
・
光
武
帝
紀
上
・
建
武
二
年
正
月
壬
午
の
条
、
同
上
列
伝
六
・
鄧
禹
伝
、
同

上
列
伝
七
・
馮
異
伝
）。

（
八
）
な
お
、『
後
漢
書
』
列
伝
七
十
七
・
西
羌
伝
に
、

（
永
初
）
五
年
〔
一
一
一
年
〕、
…
…
其
秋
、
漢
陽
人
杜
琦
及
弟
季
貢
、
同
郡
王
信
等
與

羌
通
謀
、
聚
衆
入
上
邽
城
、
琦
自
稱
安
漢
將
軍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
羌
族
の
大
反
乱
（
一
〇
七
～
一
一
八
年
）
の
際
、
こ
れ
に
呼
応
し
た
漢
人

の
杜
琦
（
？
～
一
一
一
）
が
「
安
漢
将
軍
」
を
自
称
し
た
と
さ
れ
る
が
、
反
体
制
派
が
「
漢

を
安
ん
じ
る
」
と
い
う
名
号
を
使
用
す
る
の
は
、
お
か
し
い
。『
魏
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
・

建
安
十
九
年
（
二
一
四
）
の
条
に
、

初
、
隴
西
宋
建
自
稱
河
首
平
漢
王
、
聚
衆
枹
罕
、
改
元
、
置
百
官
、
三
十
餘
年
。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
漢
末
、
当
該
地
域
に
独
立
政
権
を
樹
立
し
た
宋
建
は
「
河
首
の
平
漢

王
」
と
称
し
て
い
る
（
河
首
は
金
城
郡
河
関
県
以
西
の
黄
河
上
流
地
域
を
さ
す
呼
称
）。
と

す
れ
ば
、
杜
琦
が
自
称
し
た
将
軍
も
、
本
来
は
「
平
漢
将
軍
」
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
後

世
の
人
に
よ
る
単
純
な
誤
記
だ
と
す
れ
ば
、
征
・
鎮
・
安
・
平
の
（
広
義
の
）
「
四
征
将

軍
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
混
同
、
も
し
く
は
蜀
の
安
漢
将
軍
（
本
文
に
紹
介
）
に
引
き
ず
ら

れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
漢
王
朝
も
し
く
は
漢
王
朝
の
権
威
を
憚
る
も
の

に
よ
っ
て
、
故
意
に
書
き
か
え
が
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。

（
九
）
な
お
、『
晋
書
』
巻
四
十
三
・
王
澄
伝
に
、

惠
帝
末
、（
王
）
衍
白
（
東
海
王
）
越
以
澄
爲
荊
州
刺
史
、
持
節
都
督
、
領
南
蠻
校
尉
。

…
…
初
、
澄
命
武
陵
諸
郡
同
討
杜
弢
、
天
門
太
守
扈
瓌
次
于
益
陽
。
武
陵
内
史
武
察
爲

其
郡
夷
所
害
、
瓌
以
孤
軍
引
還
。
澄
怒
、
以
杜
曾
代
瓌
。
夷
袁
遂
、
瓌
故
吏
也
、
託
爲

瓌
報
仇
、
遂
舉
兵
逐
曾
、
自
稱
平
晉
将
軍
。
澄
使
司
馬
毌
丘
邈
討
之
、
爲
遂
所
敗
。

と
あ
る
よ
う
に
、
西
晋
末
、
湖
北
・
湖
南
地
方
を
席
巻
し
た
杜
弢
の
乱
（
三
一
一
～
三
一
五

年
）
の
際
、
蛮
夷
の
袁
遂
が
「
平
晋
将
軍
」
を
自
称
し
て
い
る
。

（
一
〇）
時
代
は
降
る
が
、
北
魏
の
員
外
散
騎
常
侍
で
あ
っ
た
明
亮
は
、「
勇
武
将
軍
」（
四
品
）
の

加
官
を
強
硬
に
拒
み
、「
平
遠
将
軍
」（
同
上
）
を
希
望
す
る
。「
勇
武
」
の
名
号
を
非
士
大

夫
的
（
＝
濁
）
だ
と
嫌
悪
し
た
か
ら
で
あ
る
（『
魏
書
』
巻
八
十
八
・
良
吏
伝
）。

（
一
一
）
蜀
の
国
号
に
つ
い
て
は
、
澤
章
敏
「『
出
師
表
』
に
見
え
る
『
漢
』
の
国
号
」（『
六
浦
論

叢
』
二
七
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
一
三
）『
資
治
通
鑑
』
は
、
趙
儼
の
関
中
護
軍
就
任
を
、
巻
六
十
七
・
漢
紀
五
十
九
・
献
帝
建
安

二
十
年
の
条
の
末
尾
に
記
載
す
る
。

（
一
四）
前
掲
拙
稿
「
曹
魏
の
護
軍
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
一
五）『
魏
志
』
武
帝
紀
・
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
の
条
に
、

劉
備
遣
張
飛
・
馬
超
・
呉
蘭
等
屯
下
辯
、
遣
曹
洪
拒
之
。

と
あ
り
、『
蜀
志
』
巻
二
・
先
主
伝
に
、

二
十
三
年
、
先
主
率
諸
將
進
兵
漢
中
。
分
遣
將
軍
呉
蘭
・
雷
銅
等
入
武
都
。

と
あ
る
よ
う
に
、
劉
備
は
み
ず
か
ら
漢
中
に
出
兵
す
る
と
と
も
に
、
張
飛
・
馬
超
・
呉
蘭
・

雷
銅
ら
に
武
都
を
攻
め
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
曹
操
は
都
護
将
軍
の
曹
洪
（
？
～
二
三

二
）
を
派
遣
し
、
さ
ら
に
、『
魏
志
』
曹
休
伝
に
、

劉
備
遣
將
呉
蘭
屯
下
辯
、
太
祖
遣
曹
洪
征
之
、
以
休
爲
騎
都
尉
、
參
洪
軍
事
。
太
祖
謂

休
曰
、「
汝
雖
參
軍
、
其
實
帥
也
。」
…
…
太
祖
抜
漢
中
諸
軍
、
還
長
安
、
拜
休
中
領
軍
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
上
・
辛
毗
伝
に
、

表
毗
爲
議
郎
。
久
之
、
太
祖
遣
都
護
曹
洪
平
下
辯
、
使
毗
與
曹
休
參
之
、
…
…
軍
還
、

爲
丞
相
長
史
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
休
と
辛
毗
を
参
軍
と
し
て
同
行
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、
同
上
巻
二
十
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五
・
楊
阜
伝
に
、

太
祖
征
漢
中
、
以
阜
爲
益
州
刺
史
。
還
、
拜
金
城
太
守
、
未
發
、
轉
武
都
太
守
。
…
…

及
劉
備
取
漢
中
以
逼
下
辯
、
太
祖
以
武
都
孤
遠
、
欲
移
之
、
…
…
阜
威
信
素
著
、
前
後

徙
民
・
氐
、
使
居
京
兆
・
扶
風
・
天
水
界
者
數
萬
戸
、
徙
郡
小
槐
里
。

と
あ
る
よ
う
に
、
武
都
太
守
の
楊
阜
は
住
民
を
連
れ
て
関
中
に
撤
退
し
て
い
る
。

（
一
六）
な
お
、『
魏
志
』
巻
十
七
・
張
郃
伝
に
、

以
功
遷
平
狄
將
軍
。
…
…
從
破
馬
超
・
韓
遂
於
渭
南
。
…
…
（
張
）
魯
降
、
太
祖
還
、

留
郃
與
夏
侯
淵
等
守
漢
中
、
拒
劉
備
。
…
…
拜
盪
寇
將
軍
。
…
…
淵
遂
沒
、
郃
還
陽
平
。

…
…
淵
司
馬
郭
淮
乃
令
衆
曰
、
…
…
遂
推
郃
爲
軍
主
。
…
…
太
祖
在
長
安
、
遣
使
假
郃

節
。
…
…
太
祖
乃
引
出
漢
中
諸
軍
、
郃
還
屯
陳
倉
。
文
帝
即
王
位
、
以
郃
爲
左
將
軍
、

進
爵
都
鄕
侯
。
及
踐
阼
、
進
封
鄚
侯
。

と
あ
り
、
同
上
・
郭
淮
伝
に
、

從
征
漢
中
。
太
祖
還
、
留
征
西
將
軍
夏
侯
淵
拒
劉
備
、
以
淮
爲
淵
司
馬
。
…
…
淵
遇
害
、

軍
中
擾
擾
、
淮
收
散
卒
、
推
盪
冦
將
軍
張
郃
爲
軍
主
、
諸
營
乃
定
。
…
…
太
祖
善
之
、

假
郃
節
、
復
以
淮
爲
司
馬
。
文
帝
即
王
位
、
賜
爵
關
内
侯
、
轉
爲
鎭
西
長
史
。

と
あ
る
よ
う
に
、
夏
侯
淵
の
戦
死
後
、
漢
中
駐
屯
軍
を
統
率
し
た
盪
寇
将
軍
の
張
郃
、
お
よ

び
司
馬
の
郭
淮
ら
も
、
陳
倉
に
駐
屯
し
た
。

（
一
七）
本
文
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
夏
侯
儒
は
、
張
既
と
と
も
に
涼
州
平
定
戦
に
活
躍
し
た
後
、

『
魏
志
』
張
既
伝
注
引
『
魏
略
』
に
、

儒
、
字
俊
林
、
夏
侯
尚
從
弟
。
初
爲
鄢
陵
侯
（
曹
）
彰
驍
騎
司
馬
、
（
代
？
）
宣
王

〔
＝
司
馬
懿
〕
爲
征
南
將
軍
・
都
督
荊
豫
州
。
正
始
二
年
〔
二
四
一
年
〕、
朱
然
圍
樊

城
、
城
中
守
將
乙
修
等
求
救
甚
急
。
儒
進
屯
鄧
塞
、
以
兵
少
不
敢
進
、
但
作
鼓
吹
、
設

導
從
、
去
然
六
七
里
、
翺
翔
而
還
、
使
修
等
遙
見
之
、
數
數
如
是
。
月
餘
、
及
太
傅
到
、

乃
倶
進
、
然
等
走
。
時
謂
儒
爲
怯
、
或
以
爲
曉
以
少
疑
衆
、
得
聲
救
之
宜
。
儒
猶
以
此

召
還
、
爲
太
僕
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
眞
の
死
去
を
う
け
て
、
司
馬
懿
が
雍
涼
二
州
都
督
に
転
じ
た
際
（
二
三

一
年
）、
そ
の
後
任
と
し
て
荊
豫
二
州
都
督
に
遷
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
正
始
二
年
に
は
太

僕
と
し
て
中
央
に
召
還
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
文
に
引
用
し
た
『
魏
志
』
夏
侯
淵
伝
注
引

『
魏
略
』
の
、

至
正
始
中
、（
夏
侯
霸
）
代
夏
侯
儒
爲
征
蜀
護
軍
。

と
い
う
記
述
は
や
や
正
確
さ
を
欠
き
、
夏
侯
霸
が
た
だ
ち
に
夏
侯
儒
の
後
任
と
な
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
戴
淩
を
含
む
、
何
人
か
の
任
官
者
を
は
さ
ん
で
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

夏
侯
儒
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
森
本
淳
「
曹
氏
政
権
の
崩
壊
過
程
に
関
す
る
一
試
論
―
軍
事

権
と
の
関
係
を
中
心
に
」（『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
五
、
二
〇
〇
一
年
）
も
参
照
。

（
一
八）
な
お
、『
魏
志
』
巻
二
・
文
帝
紀
・
黄
初
二
年
（
二
二
一
）
の
条
注
引
『
魏
書
』
に
、

十
一
月
辛
未
、
鎭
西
將
軍
曹
眞
命
衆
將
及
州
郡
兵
討
破
叛
胡
治
元
多
・
盧
水
封
賞
等
、

斬
首
五
萬
餘
級
、
獲
生
口
十
萬
、
…
…
河
西
遂
平
。

と
あ
る
よ
う
に
、
盧
水
胡
の
反
乱
鎮
圧
は
黄
初
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
雍
涼
二
州
都
督
の
曹

眞
の
指
揮
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
一
九）
戴
淩
は
、『
隷
釈
』
巻
十
九
所
収
『
魏
公
卿
上
尊
号
奏
』
に

…
…
屯
騎
校
尉
・
都
亭
侯
臣
（
郭
）
祖
、
長
水
校
尉
・
關
内
侯
臣
（
戴
）
凌
、
歩
兵
校

尉
・
關
内
侯
臣
（
任
）
福
、
射
聲
校
尉
・
關
内
侯
臣
（
呉
）
質
…
…

と
あ
り
、
お
よ
び
、『
魏
志
』
文
帝
紀
・
黄
初
元
年
の
条
に
、

是
歳
、
長
水
校
尉
戴
陵
諫
不
宜
數
行
弋
獵
、
帝
大
怒
、
陵
減
死
罪
一
等
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
戴
凌
」、
あ
る
い
は
「
戴
陵
」
と
も
表
記
さ
れ
、
本
貫
な
ら
び
に
詳
細
な

経
歴
は
不
明
で
あ
る
が
、
漢
魏
革
命
（
二
二
〇
年
）
の
際
、
呉
質
（
曹
丕
の
四
友
の
ひ
と

り
）
ら
と
と
も
に
五
校
に
在
任
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
曹
丕
を
諫
め
て
不
興
を
買
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
曹
丕
の
近
臣
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
〇）
な
お
、『
魏
志
』
郭
淮
伝
に
、

（
正
始
）
八
年
〔
二
四
七
年
〕、
隴
西
・
南
安
・
金
城
・
西
平
諸
羌
餓
何
・
燒
戈
・
伐

同
・
蛾
遮
塞
等
相
結
叛
亂
、
攻
圍
城
邑
、
南
招
蜀
兵
、
涼
州
名
胡
治
無
戴
復
叛
應
之
。

討
蜀
護
軍
夏
侯
霸
督
諸
軍
屯
爲
翅
。

と
あ
り
、
あ
る
い
は
、
同
上
・
陳
泰
伝
に
、

嘉
平
初
、
代
郭
淮
爲
雍
州
刺
史
、
加
奮
威
將
軍
。
蜀
大
將
軍
姜
維
率
衆
依
麴
山
築
二
城
、

使
牙
門
將
句
安
・
李
歆
等
守
之
〔
二
四
九
年
〕。
…
…
淮
從
泰
計
、
使
泰
率
討
蜀
護
軍

徐
質
・
南
安
太
守
鄧
艾
等
進
兵
圍
之
、
斷
其
運
道
及
城
外
流
水
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
征
蜀
護
軍
は
「
討
蜀
護
軍
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
二

一
）
前
掲
拙
稿
「
軍
師
考
」、
お
よ
び
拙
稿
（
渡
邉
義
浩
氏
と
の
共
著
）「
西
晋
墓
誌
二
題
」

（『
駒
沢
史
学
』
六
六
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
二
二）
軍
師
（
軍
司
）
の
官
は
、『
梁
書
』
巻
三
十
九
・
羊
侃
伝
に
、

中
大
通
四
年
〔
五
三
二
年
〕、
詔
爲
使
持
節
・
都
督
瑕
丘
諸
軍
事
・
安
北
将
軍
・
兗
州

刺
史
、
隨
太
尉
元
法
僧
北
討
。
…
…
乃
詔
以
爲
大
軍
司
〔
原
文
は
大
軍
司
馬
に
作
る
が
、

『
通
典
』
巻
二
十
九
・
職
官
十
一
・
監
軍
の
条
に
よ
り
改
め
る
。
正
確
に
は
「
太
尉
軍

司
」
と
す
べ
き
〕。
高
祖
謂
侃
曰
、「
軍
司
〔
原
文
は
軍
司
馬
に
作
る
〕
廢
來
已
久
、
此

段
爲
卿
置
之
。」

と
あ
り
、
梁
代
、
安
北
将
軍
の
羊
侃
（
四
九
五
～
五
四
八
）
が
太
尉
軍
司
を
兼
任
し
て
い
る

が
、
武
帝
が
羊
侃
の
た
め
に
特
設
し
た
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
南
朝
で
は
廃
止
さ
れ
、
北

朝
に
の
み
継
承
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
『
魏
書
』
巻
十
一
・
出
帝
平
陽
王
紀
・
太
昌
元
年

（
五
三
二
）
七
月
庚
戌
の
条
に
、

詔
侍
中
・
驃
騎
將
軍
・
左
光
祿
大
夫
高
隆
之
爲
使
持
節
・
驃
騎
大
將
軍
・
儀
同
三
司
・

兼
尚
書
左
僕
射
・
北
道
行
臺
、
率
歩
騎
十
萬
趨
太
行
、
會
齊
獻
武
王
〔
＝
高
歡
〕。
隆

之
解
行
臺
、
仍
爲
大
丞
相
軍
司
。

と
あ
り
、
驃
騎
大
将
軍
の
高
隆
之
（
四
九
四
～
五
五
四
）
が
、
高
歡
の
大
丞
相
軍
司
を
兼
ね

た
よ
う
に
、
将
軍
と
軍
師
（
軍
司
）
の
兼
任
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
。

（
二
三）
た
だ
し
、『
魏
志
』
杜
襲
伝
に
、

入
爲
尚
書
。
明
帝
即
位
、
進
封
平
陽
鄕
侯
。
諸
葛
亮
出
秦
川
、
大
將
軍
曹
眞
督
諸
軍
拒

亮
、
徙
襲
爲
大
將
軍
軍
師
。
…
…
眞
薨
、
司
馬
宣
王
〔
＝
司
馬
懿
〕
代
之
、
襲
復
爲
軍

師
、
…
…
以
疾
徴
還
、
拜
太
中
大
夫
。
薨
、
追
贈
少
府
。

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
眞
の
軍
師
で
あ
っ
た
杜
襲
は
、
司
馬
懿
の
軍
師
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
頃
、
征
蜀
将
軍
と
し
て
関
中
に
派
遣
さ
れ
た
衞
臻
（
史
料
①
）
が
、
雍

涼
二
州
都
督
府
の
軍
師
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
二

四
）
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
征
蜀
将
軍
は
、
東
晋
以
後
、
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
『
晋

書
』
巻
十
・
安
帝
紀
・
義
煕
三
年
（
四
〇
七
）
八
月
の
条
に
、

遣
冠
軍
將
軍
劉
敬
宣
持
節
監
征
蜀
諸
軍
事
。

と
あ
り
、
東
晋
末
、
劉
敬
宣
（
三
七
一
～
四
一
五
）
が
益
州
に
拠
る
譙
縱
討
伐
を
命
ぜ
ら
れ
、

「
監
征
蜀
諸
軍
事
」
を
兼
ね
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
征
討
都
督
の
号
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
。

（
二
五）『
魏
志
』
巻
二
十
二
・
陳
矯
伝
に
、

初
、
矯
爲
郡
功
曹
、
使
過
泰
山
。
泰
山
太
守
東
郡
薛
悌
異
之
、
結
爲
親
友
。
…
…
悌
後

爲
魏
郡
（
太
守
）
及
尚
書
令
、
皆
承
代
矯
云
。〔
以
下
、
注
引
『
世
語
』〕
悌
、
字
孝
威
。

年
二
十
二
、
以
兗
州
從
事
爲
泰
山
太
守
。
初
、
太
祖
定
冀
州
、
以
悌
及
東
平
王
國
爲
左

右
長
史
、
後
至
中
領
軍
、
並
悉
忠
貞
練
事
、
爲
世
吏
表
。

と
あ
る
よ
う
に
、
薛
悌
は
若
年
に
し
て
郡
太
守
に
起
用
さ
れ
、
中
領
軍
や
尚
書
令
な
ど
の
清

要
官
を
歴
任
し
た
士
大
夫
で
あ
る
。

（
二
六）『
魏
志
』
胡
質
伝
注
引
『
虞
預
晋
書
』
に
、

周
、
字
伯
南
、
沛
國
竹
邑
人
、
位
至
光
祿
大
夫
。
子
陔
、
字
元
夏
。
陔
及
二
弟
韶
・
茂
、

皆
總
角
見
稱
、
並
有
器
望
。

と
あ
る
よ
う
に
、
沛
国
の
武
氏
は
士
大
夫
の
名
門
で
あ
る
。

（
二
七）『
呉
志
』
巻
三
・
孫
晧
伝
注
引
『
干
宝
晋
紀
』
に
よ
れ
ば
、

呉
丞
相
軍
師
張
悌
・
護
軍
孫
震
・
丹
楊
太
守
沈
瑩
帥
衆
三
萬
濟
江
、
…
…
與
討
呉
護
軍

張
翰
・
揚
州
刺
史
周
浚
成
陳
相
對
。

と
あ
る
よ
う
に
、
平
呉
の
役
に
は
「
討
呉
護
軍
の
張
翰
」
と
い
う
武
将
も
従
軍
し
て
い
た
と

さ
れ
る
が
、
征
蜀
護
軍
が
討
蜀
護
軍
と
も
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
参
考
に
す
れ
ば
、
殄
呉

護
軍
と
同
一
の
官
職
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
本
文
で
紹
介
し
た
『
晋
書
』
王
渾

伝
で
は
、
揚
州
刺
史
の
周
浚
と
と
も
に
呉
の
主
力
軍
を
破
っ
た
の
は
「
司
馬
の
孫
疇
」
と
す

る
。
か
り
に
、『
晋
書
』
の
記
述
に
脱
落
も
し
く
は
省
略
が
あ
り
、
張
翰
と
い
う
人
物
が
実

在
し
、
平
呉
の
役
に
参
加
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
、
殄
呉
護
軍
が
二
人
い
た
こ
と
に

な
る
。
殄
呉
護
軍
に
複
数
の
定
員
が
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
討
呉
は
名
号
で
は
な
く
、

単
に
「
呉
を
討
つ
」
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
護
軍
と
い
う
普
通
名
詞
に
す
ぎ
ず
、
殄
呉
護
軍
と

は
別
の
護
軍
を
さ
し
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、『
晋
書
』
王
渾
伝
と
『
干
宝
晋
紀
』、
い
ず

れ
か
の
記
事
内
容
に
誤
り
が
あ
る
の
か
。
様
々
な
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
が
、
現
存
史
料
に
拠

る
か
ぎ
り
、
こ
れ
以
上
の
推
測
は
不
可
能
で
あ
る
。
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（
二
八）
こ
の
ほ
か
、『
魏
志
』
郭
淮
伝
に
、

文
帝
即
王
位
、
賜
爵
關
内
侯
、
轉
爲
鎭
西
長
史
。
又
行
征
羌
護
軍
、
護
左
將
軍
張
郃
・

冠
軍
將
軍
楊
秋
、
討
山
賊
鄭
甘
・
盧
水
叛
胡
、
皆
破
平
之
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
上
巻
二
十
八
・
王
淩
伝
注
引
『
魏
書
』
に
、

（
令
狐
）
愚
、
字
公
治
、
本
名
浚
。
黄
初
中
、
爲
和
戎
護
軍
。
烏
丸
校
尉
田
豫
討
胡
有

功
、
小
違
節
度
、
愚
以
法
縄
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
征
羌
護
軍
」
や
「
和
戎
護
軍
」
な
ど
の
護
軍
も
見
え
る
。
前
者
は
河
西

方
面
、
後
者
は
代
北
・
幽
州
方
面
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
後
者
は
河
北
都
督
府
に

常
設
さ
れ
た
護
軍
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二

九
）
の
ち
に
曹
纂
は
、
明
帝
が
最
初
に
輔
政
に
指
名
し
た
曹
宇
（
曹
操
の
子
、
元
帝
曹
奐
の

父
）
の
大
将
軍
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
ま
も
な
く
曹
爽
が
輔
政
に
起
用
さ
れ
、
曹
宇
が
退

け
ら
れ
る
と
（
二
三
九
年
）、
曹
宇
の
補
佐
役
に
予
定
さ
れ
て
い
た
領
軍
将
軍
の
夏
侯
獻
、

驍
騎
将
軍
の
秦
朗
（
本
文
を
参
照
）、
お
よ
び
兄
で
屯
騎
校
尉
の
曹
肇
ら
と
と
も
に
失
脚
し

た
ら
し
い
（『
魏
志
』
巻
十
四
・
劉
放
伝
注
引
『
世
語
』）。
な
お
、
本
文
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
樂
進
（
？
～
二
一
八
）
は
合
肥
の
守
将
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
同
上
巻
十
七
・
本
伝
に
、

子
綝
嗣
。
綝
果
毅
有
父
風
、
官
至
揚
州
刺
史
。
諸
葛
誕
反
、
掩
襲
殺
綝
。

と
あ
る
よ
う
に
、
子
の
樂
綝
（
？
～
二
五
七
）
は
、
の
ち
に
揚
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

（
三
〇）『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
毌
丘
儉
伝
に
、

大
將
軍
統
中
外
軍
討
之
〔
二
五
五
年
〕。
別
使
諸
葛
誕
督
豫
州
諸
軍
、
從
安
風
津
擬
壽

春
。
征
東
將
軍
胡
遵
督
青
徐
諸
軍
出
于
譙
・
宋
之
間
、
絶
其
歸
路
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
、
胡
遵
は
青
徐
二
州
都
督
に
在
任
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
同
上
巻
二
十
八
・
諸
葛
誕
伝
に
、

出
爲
揚
州
刺
史
、
加
昭
武
將
軍
。
王
淩
之
陰
謀
也
、
太
傅
司
馬
宣
王
〔
＝
司
馬
懿
〕
潛

軍
東
伐
、
以
誕
爲
鎭
東
將
軍
、
假
節
、
都
督
揚
州
諸
軍
事
、
封
山
陽
亭
侯
。
諸
葛
恪
興

東
關
、
遣
誕
督
諸
軍
討
之
、
與
戰
、
不
利
。
還
、
徙
爲
鎭
南
將
軍
。

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
葛
誕
は
揚
州
都
督
で
あ
っ
た
。

（
三
一）『
魏
志
』
巻
二
十
七
・
王
基
伝
に
、

（
文
）
欽
等
已
平
、
遷
鎭
南
將
軍
、
都
督
豫
州
諸
軍
事
、
領
豫
州
刺
史
、
進
封
安
樂
鄕

侯
。
…
…
諸
葛
誕
反
、
基
以
本
官
行
鎭
東
將
軍
、
都
督
揚
豫
諸
軍
事
。

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
葛
誕
の
乱
の
際
、
鎮
南
将
軍
・
都
督
豫
州
諸
軍
事
の
王
基
も
、
鎮
東
将

軍
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
を
兼
任
（「
以
本
官
行
事
」）
し
て
い
る
。
他
の
都
督
を
兼
任
す
る
と

い
う
の
は
理
解
で
き
る
が
、
な
ぜ
、
別
の
「
四
征
将
軍
」
も
兼
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。「
四
征
将
軍
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

（
三
二）
征
討
都
督
に
つ
い
て
は
、
小
尾
前
掲
書
を
参
照
。
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